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序     文 
 
 独立行政法人国際協力機構は、パプアニューギニア独立国（以下、「パプアニューギニア」と記

す）と締結した討議議事録（R/D）に基づき、2003 年 12 月より 5 年間の予定で技術協力「小規模

稲作振興計画」を実施しました。 
 本プロジェクトの協力期間中の活動実績等についてパプアニューギニア側と合同で総合的な評

価を行うとともに、今後の対応策等を協議するため、2008 年 5 月 24 日から 6 月 12 日まで、当機

構の友部秀器を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣し、プロジェクト活動の評価を行いま

した。本報告書は、同調査団によるパプアニューギニア政府関係者との協議及びレビュー結果等

を取りまとめたものであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用されることを

願うものです。 
 ここに、本調査にご協力いただいた両国の関係者各位に対し、心からの感謝の意を表すととも

に、今後の更なるご支援をお願い申し上げます。 
 

平成 25 年 4 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 熊代 輝義 
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評価調査結果要約表（終了時評価） 
 

１．案件の概要 

国名：パプアニューギニア独立国 案件名：小規模稲作振興計画プロジェクト 

分野：農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：4 億 5,000 万円 

協力

期間

（R/D）: 2003 年 12 月 1 日～ 
2008 年 11 月 30 日 

先方関係機関：農業畜産省食糧安全局 
（英名）National Department of Agriculture and Livestock, 
Food Security Branch（NDAL/FSB） 

 日本側協力機関：国内委員会 

 他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 
パプアニューギニア独立国（以下、「パプアニューギニア」と記す）では、都市部のみならず

農村部においてもコメを主食として摂取する食習慣が定着しつつある。しかしながら、消費のほ

とんどをオーストラリアやタイからの輸入米に依存しており、輸入量は年間約 20 万 t に達する

と推計されている。 
このような状況下、パプアニューギニア政府は食糧安全保障の観点から稲作振興を優先課題と

位置づけ、農家による小規模自給稲作のためのプログラムを策定し、農業畜産省（NDAL）食糧

安全保障局（FSB）を中心に全国 17 州で事業を展開中である。 
独立行政法人国際協力機構（JICA）は、これまで専門家派遣、青年海外協力隊（JOCV）派遣、

機材供与等を通じて、パプアニューギニアの小規模稲作振興に対する協力を実施してきた。2002
年度には在外開発調査を実施し、マスタープラン「小規模稲作振興計画」を策定した。これを基

に、小規模農家への稲作技術の普及と定着が課題となっていることから、パプアニューギニア政

府より小規模農家をターゲットとした稲作技術の普及と稲作技術サービス体制の強化を目的と

する技術協力プロジェクトの要請が提出された。 
かかる要請に対し、事前評価調査を実施した結果、農家を主体とした稲作技術の普及と行政に

よる農家支援システムの構築を成果とするプロジェクトの枠組みが形成され、2003 年 11 月に締

結された討議議事録（R/D）に基づき、2003 年 12 月 1 日より 5 年間のプロジェクトが開始され

た。2006 年 7 月には中間レビューを実施し、評価５項目の観点からプロジェクトの評価を行う

とともに、その後のプロジェクト実施に関して提言を行った。 
今般、本調査を通じて、中間レビューの提言に対する対応経過に加え、プロジェクト活動の実

績、成果について評価を行う。また、パプアニューギニア政府に対し今後の事業実施に関する提

言を行い、今後の類似プロジェクト実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、稲作を継続的に実施する農家を増やすことを目的として、モデル農家アプ

ローチを導入した。これは、対象コミュニティより選出された農家に対し陸稲栽培研修を行い、

その研修を受けた農家が研修終了後に地元に帰って周辺農家に稲作の普及を行うという「モデル

農家による農民から農民への普及（＝モデル農家アプローチ）」を基本とし、モデル農家による

普及活動が持続的に行われるよう行政による支援策を制度化するものである。 
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（１）上位目標 
対象州における食糧安全保障状況が改善される。 

 
（２）プロジェクト目標 

モデル農家アプローチ（農民間普及活動）に対する支援システムが開発・適用されること

によって、小規模農家による持続的自給稲作が実践されるようになる。 
 
（３）成果 

１）モデル農家が自給用稲作技術を取得し、他の農家に普及する。 
２）モデル農家普及活動支援システムと経済性に基づいた精米サービス及び種子配布サー 

ビス等の行政サービスが開発及び実施される。 
３）国家計画モニタリング省との連携により農業畜産省の政策実施及び普及機能が強化さ 

れる。 
 

（４）投入（評価時点） 
日本側：総投入額 4 億 5,000 万円 

専門家派遣：長期 4 名 （148.0 MM）、短期 12 名（32.1 MM） 
供与機材：約 1,700 万円（42 万 4,535 キナ） 
ローカルコスト負担（在外事業強化費）：約 1 億 2,300 万円（307 万 9,975.83 キナ） 
研修員受入（本邦）：23 名 
第三国研修（インドネシア）（視察）：40 名 

相手国側： 
カウンターパート（C/P）配置：39 名 
土地・施設提供：日本人専門家執務室ほか 
ローカルコスト負担：5,000 万円（134 万 8,627.17 キナ） 
 

２. 評価調査団の概要 

調査者 日本側 
友部 秀器 総  括 JICA 農村開発部水田地帯 G 長 
田中 宏幸 計画管理 JICA 農村開発部水田地帯 G 水田地帯第三課 
阿久津 隆男 評価分析 海外貨物検査株式会社 主席コンサルタント 

 

調査期間 2008 年 5 月 24 日～6 月 12 日 評価種類：終了時評価 

３.評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
＜成果１＞「モデル農家を通じた農家から農家への普及活動」 

本成果の指標は達成されている。 
本プロジェクトでは、小規模農家に対して、自給用稲作を普及させるための基本技術を「稲作

サイクル」として整理した。研修教材については、中間レビュー時点では、作成中を含め 6 種の

研修教材とテキスト等が作成（うち 3 種は完成・配布）されているが、終了時評価調査時点では

13 種類の各種教材とガイドライン及び研修マニュアルの整備が確認された。また、広報資料に

ついては、中間レビュー時では、計画されていた 4 点のうち 3 点（プロジェクト紹介ビデオ、プ

ロジェクト紹介冊子及び稲作ポスター）が作成済みで、本調査時には残る 1 点（プロジェクト 
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成果紹介ビデオ）が作成中であった。 
本プロジェクト開始以前からモデル農家（MF）の育成がなされてきており、2008 年 5 月まで

に、69 人（東セピック州マプリック郡 32 人、マダン州スンカール郡 12 人、マダン州マダン郡

25 人が MF としての研修を受け、周辺の農家に稲作を広めており、MF によって指導を受けて稲

作を開始した小規模農家数は、マプリック郡 780 人、スンカール郡 255 人、マダン郡 451 人に達

しており、東セピック州及びマダン州では自前で MF を養成できる体制が構築された。さらに、

MF 研修（ブラッシュアップ研修）のマニュアルも両州で作成された。  
なお、中間レビューを踏まえ、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の本成果に

関する新指標は、第 5 回合同調整委員会（JCC）（2006 年 12 月開催）において合意された。 
 

＜成果２＞「モデル農家アプローチに係る地方政府による支援」 
本成果の指標は達成されている。 
2007 年に MF の支援予算として、マダン州全体で約 4,000 キナ、東セピック州全体で約 5,400

キナが確保され、行政と MF が一体となって小規模稲作の振興を進めている。2006 年 7 月まで

に、マダン州においては「モデル農家支援システムガイドライン」の策定・運用が開始され、東

セピック州マプリック郡でも同様のガイドラインの策定作業が進められている。本調査時点で

は、各州政府によって承認を受けた MF 支援システムガイドラインに従って、MF 普及活動の支

援が実施されている。精米機運営については、中間レビュー時に、維持管理上の問題から、供与

を予定していた精米機 14 台に代えて既存精米所の機能を最大限活用する方針変更がなされ、そ

の結果、マダン州及び東セピック州で選定された郡に設置されたモデル精米所において、精米所

の経営指導、精米機運転保守技術の向上が図られた。また、「精米サービスの管理」と「精米機

の運転マニュアル」が整備されたことから、モデル精米所を通じて、他の精米所への精米機の運

転指導が可能となった。 
マダン州及び東セピック州内で小規模稲作が急速に拡大している要因として、MF を通じた農

民から農民への普及活動（FTFEA）システムの適用と、それに対する行政支援体制の整備があ

るが、加えて木製の手動籾摺り機（キセル）の導入の効果が大きい。地方政府（州と郡）は、有

能な MF と契約して種子生産及び買い取りを行い、小規模農家に配布するためのガイドラインを

作成した。2006 年 5 月時点では、8 人のモデル農家によって 114 人の非稲作農家に対し 123 ㎏の

種子が配布され、2007 年には、州政府予算を用いてマダン州では 245.5kg、マプリック郡では

300kg の種子の配布が行われた。その他の指標については、大半の項目が既に達成されており、

一部は当初協力期間内に達成される見込みである。また、当初計画では、対象地域をモロベ州、

マダン州及び東セピック州の 3 州としていたが、中間レビュー時に「成果を図る対象地域」とい

う考え方が導入され、マダン州及び東セピック州マプリック郡とした。また、PDM の本成果に

関する新指標は、第 5 回 JCC（2006 年 12 月開催）において合意された。 
 
＜成果３＞「モデル農家アプローチの政策実施及び普及に関する NDAL の能力強化」 

本成果の指標は部分的に達成されている。 
稲作普及課（REU）が食糧安全保障局（FSB）の下に創設され、5 名のスタッフが配置されて

いる。REU は、マダン州及び東セピック州で実施されている｢MF アプローチによる持続的自給

小規模稲作振興策｣を他州に普及させるためのガイドライン及びマニュアル､主要コンポーネン

ト紹介ビデオなどの作成を進めている。また、REU は、小規模稲作農家支援のための 7 種類の

ガイドライン、マニュアル等の作成中であり、2008 年 8 月までには完成予定である。2007 年度 
予算は 4 万 69 キナ、2008 年度予算は 6 万 8,000 キナにとどまっており、目標の 20 万キナには
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及ばない。従来の NDAL に対するプロジェクト予算は、国家計画モニタリング省（DNPM）に

対する公共投資プログラム（PIP）予算の申請の手続きを経ていたが、国家農業開発計画（NADP）
については、予算は中央官庁経由でなく、州政府と郡政府に直接配布されている。 

なお、2007 年 8 月に REU が設置されたことを受け、活動３の指標並びに計画が JCC により承

認された。 
 

＜プロジェクト目標＞「モデル農家支援システムの開発適用」 
MF 普及活動に対する研修・モニタリングが持続的に実施されており、農家間での稲作技術普

及が展開されていることにかんがみ、本プロジェクトで確立された支援システムは、対象州にお

いて積極的に適用されている。具体的には、自給用に稲作を行っている小規模農家の数は、マダ

ン州マダン郡で 451 農家、マダン州スンカール郡で 255 農家、東セピック州マプリック郡では

780 農家に達しており、指標値（マダン州 580 農家、東セピック州 400 農家）を達成している。 
 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性：高い 

国家食糧安全保障プログラムと国内稲作開発政策、NADP 等のパプアニューギニアの政策

と合致していること、及び JICA 国別事業実施計画に沿って実施していることから妥当性は

確保されている。また、ターゲットグループである現地農民の米食に対する需要は高いこと

から、現地のニーズとの整合性は保たれている。また、MF を通じた MF アプローチは、パ

プアニューギニアの社会的背景にも適合した普及方法であり、このアプローチの採用は極め

て適切であった。 
 

（２）有効性：高い 
プロジェクト目標の指標は本調査時点では達成されており、成果の大半が達成されてい

る。プロジェクト成果における一番の懸念は、プロジェクトで確立された MF と FTFEA シ

ステムの他州への展開に関し、REU は事前準備を整えつつあるものの、NDAL のプロジェ

クト予算の確保が不透明な点である。特に、パプアニューギニアの相互扶助が強いコミュニ

ティ及び国民性に適した MF アプローチ及び手動籾摺り機等の簡易な機材の導入が有効で

あった。 
 

（３）効率性：高い 
投入は適切に行われ、対象地域における MF の育成及び MF を通じた稲作普及が進展して

おり、投入コストに見合った成果が得られている。また、適宜、PDM 及び活動計画（PO）

の見直しを行っているため、過大な投入はみられない。小規模稲作振興のための中央政府の

予算措置については取り組むべき課題が残されているものの、稲作サイクルの整理、MF の

育成、MF 農家普及活動支援、さらには REU の創設が行われたことから、本プロジェクト

活動は期待された成果の産出に十分であったと判断する。 
 

（４）インパクト：正・大 
NADP において小規模稲作振興が挙げられおり、本件協力の結果、稲作振興の重要性が認

識され、NADP に反映されたものと考えられる。また、自家消費用小規模稲作を振興したこ

とにより、農家レベルでは家計へのコメ購入の割合が減少し、医療・教育・生活向上へ支出

を割り当てることができたとの意見もあった。さらに、本プロジェクトでは既存の根菜類耕 
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作のなかで、稲作を指導しており、焼畑の拡大を促進するものではないことから環境等への

インパクトも少ないものと考えられる。導入・普及が図られている稲作技術は小規模農家の

営農に適したもので持続性が高く、本件協力で達成された成果及びプロジェクト目標の達成

状況にかんがみると、対象州における食糧安全保障の改善に資すると考えられ、今後の稲作

の普及拡大と相まって、上位目標の達成見込みはある。 
 

（５）持続性：中程度 
＜政策・制度面＞ 

「国家食糧安全保障プログラム（2000～2010 年）」及び「国内稲作開発政策（2004～2014
年）」が策定され、実施されている。2007 年 2 月には「国家農業開発計画（NADP）」が策

定され、小規模稲作振興政策に高い優先度が置かれている。本プロジェクトを通じて導

入・普及を図ってきた、MF を通じた農家間普及の取り組みは、パプアニューギニアの社

会背景に適合したアプローチである。 
 

＜組織・財政面＞ 
FSB の下に REU が創設され、5 名の職員を配置している。今後、REU が展開する予定

の他州への普及に関しては、更なる財政的支援がなされれば高い事業効果が期待できる。

マダン州及び東セピック州では稲作振興のための予算措置が十分になされている。一方

で、REU は上位機関である NDAL の理解不足もあり、予算措置の継続に懸念が残る。 
 

＜技術面＞ 
本プロジェクトを通じて、低投入の稲作サイクルが構築され、稲作農家の増加も図られ

てきた。また、モデル精米所の運営と経営の向上にも取り組んできたことから、精米所オ

ペレーターの精米機の運転技術の向上が図られた一方で、維持管理技術については更なる

指導が必要である。 
 

＜社会面＞ 
小規模農家が稲作に取り組めるよう MF を通じた技術の普及及び精米所の整備が図ら

れており、対象地域においては稲作を開始する小規模農家が増加しつつある。これにより

農村地域の栄養改善及び貧困削減にも資することから、社会面での持続性は確保されるも

のと判断する。 
 

＜総合的持続性＞ 
本プロジェクトは、関連政策の推進の下に、対象地域において導入可能な陸稲による低

投入の小規模稲作を振興しており、本件協力により作成された各種マニュアルやガイドラ

インの活用、普及アプローチの適用により、本事業の継続が期待できる。州レベルでは、

プロジェクト開始以降、順調に稲作振興予算が拡大しており、稲作普及の持続性は期待で

きる。他方、中央レベルでは、REU は設立され、他州（プロジェクト対象外）への展開

について準備を進めているが、継続的かつ十分な予算の確保が重要である。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 

特になし。 
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（２）実施プロセスに関すること 
１）パプアニューギニアの社会構造に適合した小規模稲作普及システムの開発・確立 

パプアニューギニアの伝統的な土地制度と営農技術を踏まえて、お金をかけないで誰で

も取り組める陸稲栽培技術の普及に努めた。しかしながら、政府（中央、州、郡）の普及

体制に係る行政能力が弱く、また中央政府の予算配分が不透明で事業の企画ができない状

況であるため、本プロジェクトでは MF を育成し、農民から農民への普及という MF アプ

ローチを採用した。MF を育成し、農民から農民への普及という MF アプローチは、パプ

アニューギニア独特の相互扶助が強い社会で、MF の献身的な活動を促した。 
２）手動籾摺り機（キセル：インドネシア式木臼手動籾摺り機）の紹介 

キセルと呼ばれる、現地で入手可能な材料で製作できる手動籾摺り機を導入したこと

で、公営・民間精米所から遠く離れた地域における小規模農家は精米を手動で容易に行う

ことができることとなり、対象とする小規模農家を通じた稲作振興に貢献した。 
３）MF 再研修（ブラッシュアップ研修） 

対象州のうちマダン州では、自発的な企画・実施によって MF に対し再研修が行われ、

MF の意識向上につながっている。本プロジェクト終了前までに、東セピック州において

も実施する計画である。 
４）技術交流（国内視察旅行） 

国内交流事業により他地域を視察、意見交換を実施することにより、農法の見直し、稲

作に対する生産意欲を高める効果があった。 
５）第三国（インドネシア国）への視察研修 

伝統的にイネを栽培してきたインドネシア国を訪問し、直接見学することで、インパク

トは大きく、MF の意識を高めるうえで有効な活動であった。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
（１）計画内容に関すること 

特になし。 
 

（２）実施プロセスに関すること 
州レベルにおいては、プロジェクト開始時より順調に予算も拡大しており、当初協力期間

終了後の持続性は期待できるが、中央政府の予算措置が不透明な状況にある。したがって、

NADP 予算による本プロジェクト活動への支援も含め、DNPM における PIP の確保及び本プ

ロジェクト実施の重要性に係る計画省と NADP の理解を REU の積極的な働きかけを通じて

深めさせることが肝要である。 
 
３－５ 結 論 

本プロジェクトの妥当性、有効性及び効率性は高く、自家消費用小規模稲作の MF を通じた農

家間普及により、稲作を導入した農家の生計向上に寄与した。中央政府の予算措置の不透明性を

除いては持続性も一定水準で確保されていると評価される。本プロジェクトは成功裏に進捗して

おり、PDM に掲げられた指標はその大半が達成されていること、また、中間レビュー調査時に

指摘された事項については、すべて解決しており、本プロジェクトの遂行に大きな影響を及ぼす

問題は生じていないことが確認された。したがって、本プロジェクトは、計画どおり 2008 年 11 
月末をもって終了することが妥当である。 
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３－６ 提 言 
（１）本プロジェクトに対する提言 

１）MF 支援システム 
マダン及び東セピック両州で農家の活動を支援するためのガイドラインが整備されて

いるが、定期的な見直しや両州の意見交換により、農家の意欲をより喚起する制度の検討

を行うべきである。 
２）MF 資格の付与 

MF 養成の活動へのインセンティブを高めるために、一定回数以上の活動を実施し、そ

の成果が顕著だった MF へは国または州から資格を付与することも検討に値する。 
３）ブラッシュアップ研修 

MF の指導力や技術力向上のためのブラッシュアップ研修の必要性が認められ、MF 養

成研修での研修内容を再確認させるための研修を実施すべきである。 
４）MF ネットワークの構築 

一部の MF 間では行われていることであり、活動を通して得られた知見、経験や病害虫

の発生等の情報の共有、さらには普及活動に必要な種子を融通しあうことも可能となる 

ような、MF 間のネットワークを構築すべきである。同ネットワークを通じて共有された

問題点は、行政にフィードバックされ、そのなかから研究機関が取り上げるべきテーマの

発見も期待できる。 
５）NADP との連携による活動予算の確保 

2007 年に閣議の承認を得た NADP でも、小規模農家による自給のためのコメづくりの

推進が掲げられており、NADP との連携による州、郡レベルでの普及活動のための予算確

保に努めるべきである。 
 

（２）実施機関に対する提言（プロジェクト終了後に実施すべき事項） 
１）REU の人員確保と継続した予算確保 

REU は、マダン州、東セピック州以外の州への自給用稲作振興を展開していく方針で

あり、対象となる 3 州を選択するために、全州の関係者に対する説明会を予定している。

今後、州の選択から対象州、郡政府との調整による MF アプローチの導入実施までの一連

の活動を遅滞なく推進するためには、REU の体制強化とスタッフの能力強化が求められ

る。 
２）行政、研究、教育、普及の連携強化 

REU、州政府による計画策定、予算配分及び郡、州政府と MF による普及活動が実施さ

れているが、より効果的かつ効率的なコメづくりをめざし、技術開発を行う研究機関や

MF や行政官の能力技術向上のための訓練を行う教育機関との連携がない。 
パプアニューギニアの農業研究機関である国立農業研究所（NARI）では、食用作物と

してのコメの重要性を強調しており、本プロジェクトの目標と同じ方向性をもっているこ

とが確認できたことから、今後の連携が期待できる。あわせて、本プロジェクトにて協力

を行ってきたハイランド農業大学（Highland Agricultural College）とは、稲作研修等での

連携が望まれる。 
３）若い世代の確保 

州、郡レベルでは行政を含め関係者の年齢が高く、自給用稲作の普及のためには若いス

タッフの雇用を図るとともに、更に次世代の担い手の育成が必要である。若い世代への知

識、技術の提供を図り、そのなかから新たな研究者、行政官や MF が輩出することが期待 
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される。 
４）精米機導入のための体制強化 

本プロジェクトでは機械式精米機の配布は限定的なものにとどめ、人力で対応できるキ

セル（手動籾摺り機）の導入を推奨してきた。多量の米を精米する必要のない小規模農家

にとって、特に、機械式精米機へのアクセスが制限される遠隔地の農家にとってキセルは

十分活用されている。一方で、NADP では今後も精米機の配布が想定されていることから、

その前提として精米機の運転、保守管理、修理等が適正に行われる体制、制度の構築が必

要であることは十分に認識すべきである。 
 
３－７ 教 訓 
（１）パプアニューギニアでは、近年、食生活の変化により若い世代を中心に米食への需要は

急速に拡大しつつあり、輸入代替のための稲作振興が喫緊の課題となっている。その一方で、

遠隔地に居住する、コメの購入が容易でない農家は、最近の米価の高騰により、コメの購入

が家計にとって大きな負担になっている。このように、需要に合致した小規模農家向けの自

給用稲作技術の普及を現地の社会的背景に根ざしたアプローチで進めたことで、稲作普及・

定着とともに、稲作を導入した小規模農家の生計向上を図るに至った。 
 
（２）パプアニューギニア政府が国内に設置した機械精米機の多くが維持管理や修理の問題か

ら利用困難な状況にあり、さらに小規模農家が自家消費用のコメを生産しても、本プロジェ

クトが設置した 2 カ所の精米所までの距離が遠いため精米ができないことが稲作普及の制

約のひとつとなっていた。この問題の解決のため、インドネシアからの第三国専門家を通じ

て、現地で入手可能な材料で製作できる手動籾摺り機「キセル」を導入したことで、公営・

民間精米所から遠く離れた地域の小規模農家は精米を手動で容易に行うことができること

となり、稲作振興に貢献した。このような取り組みは適正技術の導入という観点で有意義で

あり、発展段階が類似した近隣国の好事例の適用は迅速な課題解決に資するものである。 
 
（３）本プロジェクトでは、灌漑施設の整備等を伴う水田方式ではなく、伝統的な根菜類の栽

培サイクルのなかに組み込むことができる陸稲栽培を推奨するとともに、つくった種籾から

の再生産を推進するために農家にも理解しやすい稲作サイクルの概念を導入したことで普

及が促された。また、既存の食用作物栽培サイクルのなかに稲作を組み込んだことで、焼畑

耕作の拡大を招くことなく、自然との共生を実現している。このように粗放的な伝統的農法

の継承、土地利用、文化風習に配慮し、資源をもたない小規模農家にも容易に受入れられる

稲作普及に取り組んできたことで、事業効果の拡大がもたらされた。 
 
（４）コミュニティにおける住民のつながりや相互扶助が強く、外部の者に警戒心をもつパプ

アニューギニア社会において、行政官が指導するのではなく、伝統社会のなかから選定され

た MF を核として普及する方法（MF アプローチ）の適用は、非常に効果的かつ効率的であ

った。 
 

 



ix 

Summary of the Results of Evaluation Study (Terminal Evaluation) 
 

I. Outline of the Project 
Country：The Independent State of Papua 
New Guinea 

Project title：The Project for Promotion of Smallholder 
Rice Production in Papua New Guinea 

Issue/Sector：Rural Development  Cooperation scheme：Technical Cooperation Project 
Division in charge：Rural Development 
Department 

Total Cost：450 million Yen 

 
Period of 
Cooperation 

(R/D):December, 1st 2003- 
November, 30th 2008 
 
 

Partner Country’s Implementing Organization：  
National Department of Agriculture and Livestock, 
Food Security Branch 
Supporting Organization in Japan：  
Supporting Committee in Japan 

Related Cooperation：N/A 
１ Background of the Project 

The consumption of rice has gradually been rising in Papua New Guinea (PNG) and is becoming 
established as a staple food, not only in urban areas, but also in the rural villages. However, most 
consumption depends on imported rice from other countries such as Australia and Thailand. It is 
estimated that the amount of the import reaches about 200, 000 tons per year.  

Under such situation, the Government of PNG has realized the necessity of food security and 
endorsed the National Rice Policy in 1998, and furthermore, the National Food Security Policy in 
2000, which recognizes rice and grain as one of the 14 components necessary for food security. In 
accordance with these policies, the PNG government has launched a program for small-scale 
self-sufficient rice production in 17 provinces nationwide which is led by the Food Security Branch 
(FSB) within the National Department for Agriculture and Livestock (NDAL).  

In the past, JICA has cooperated on the promotion of small-scale rice farming in PNG by 
dispatching experts, JOCV (volunteers), and grant aid for machines. In 2002, a development study 
funded by the Government of Japan (GOJ) formulated a master plan in which interventions to realize 
increased smallholder rice productions was proposed. Following the proposals and recommendations 
from the plan, the Government of PNG made an official request to the GOJ to implement a technical 
cooperation project that would support the national rice policy and thus contribute to attaining the 
sustainability in smallholder rice production systems. 

In response to the request, JICA, as the implementing agency of Japanese technical 
cooperation, dispatched the Preparatory Study Team in July 2003 to assess the proposal and tentative 
framework of the project.  In November 2003, the Record of Discussions (R/D) for the Project for 
Promotion of Smallholder Rice Production (the Project) was signed between the Papua New Guinean 
authorities and the Resident Representative of JICA. The Project commenced on December, 1st 2003 
for the five year period which will be completed in November 2008. In addition, the mid-term 
review was conducted by the joint team in July 2006 for the purpose of finding the degree on 
achievement based on the Project Design Matrix (PDM) and Plan of Operations (PO), evaluating 
comprehensively with five evaluation criteria, as well as make necessary recommendations for the 
implementation of the project activities during the remaining cooperation period. 

As  the  Project  is  expected  to  be  terminated within 6 month, the Terminal Evaluation Study was
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conducted for the purpose of assessing the achievements and the outputs of the Project, making 
recommendations to the related organizations of the Government of PNG for promoting the further 
activities of the Project, and drawing lessons learned from the Project in order to implement similar 
Project in the future. 
 
２ Project Overview 
（１） Overall Goal  

Food security situation of the target provinces are improved  
（２） Project Purpose  

Sustainable subsistence rice farming is practiced by smallholders by developing and 
applying the support system for Model Farmer extension activities. 

（３） Outputs 
Output 1: Model farmers (MF) conduct “Farmer To Farmer Extension Activities (FTFEA)” 
through acquiring sustainable subsistence rice farming skills  
Output 2: A support system for Model Farmer Extension Activities and “market oriented” 
services for milling and seed distribution are developed and implemented by local 
Governments. 
Output 3: NDAL’s capacities for policy implementation and extension of the Model to 
other provinces are strengthened in coordination with Department of National Planning 
and Monitoring (DNPM). 

（４）Inputs 
Japanese side：450 million Yen 
  Long-term Expert   4    Short-term Expert   12     

Training of Counterpart personnel (in Japan 23, in Indonesia 40 ) 
    Local cost 123 million Yen    Provision of equipment 17 million Yen  
PNG’s Side：  
  Counterpart personnel: 39      Facilities (Office for Japanese Experts, etc.) 
    Operational Cost: 500 million Yen (1,348,627.17 Kina) 
 II. Evaluation Team 
<Japanese Members> 

 Name Assignment Designation/Organization 

1
Mr. Hideki 
TOMOBE
  

Team Leader 

Group leader, Paddy Field Based Farming Area 
Group,  
Rural Development Department,  
Japan International Cooperation Agency (JICA)  

2
Mr. Takao 
AKUTSU 

Evaluation Analysis 
Principal Consultant, Overseas Merchandise 
Inspection Co., Ltd. (OMIC) 

3
Mr. Hiroyuki 
TANAKA 

Planning Management 

Project Officer, Paddy Field Based Farming 
Division3,  
Paddy Field Based Farming Area Group,  
Rural Development Department,  
Japan International Cooperation Agency (JICA) 
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Period of Evaluation: 25/May/2008~12/June/ 2008 Type of Evaluation：  
Terminal Evaluation 

 III. Summary of Evaluation Results 
1. Achievements 
1. Output 1: Model Farmers conduct "Farmer To Farmer Extension Activities (FTFEA)  through 

acquiring sustainable subsistence rice farming skills.  
The Objectively Verifiable Indicators (OVIs) for Output 1 are achieved.  
This project summarized the fundamental technology such as the rice cycle that smallholder 

farmers can afford for growing upland rice without spending much expenditure.  
At the point of the mid-term review, 6 kinds of instruction materials, guidelines and training 

manuals were developed. At the time of the Terminal Evaluation, it was confirmed that in total 13 
kinds of instruction materials, guidelines and training manuals were completed. In addition, at the 
point of mid-term review, 3 kinds of publicity materials were developed. At the time of the 
Terminal Evaluation, it was confirmed that the preparation of remaining publicity material is fully 
in progress. Total number of MF selected by May 2008 achieved to 69 persons and the number of 
smallholders who obtained guidance from those MFs is 1,486 farmers in total in the target area. In 
addition to above numbers, subsistence smallholders who have adopted the rice cycle outside the 
target area are steadily in increasing. "General Information on Farmer training to become MF" and 
"General Information on Brush-up training for MF" is prepared by Madang and East Sepik 
Provincial DALs respectively. 

Based on the mid-term review, the revised OVIs for Output 1 have been approved by 5th JCC held 
in December, 2006. 
 

2. Output 2: A support system for Model Extension Activities (FTFEA) and "market oriented" 
services for milling and seed distribution are developed and implemented by local governments.

The OVIs for Output 2 are achieved.  
Support system to FTFEA by MF: In FY2007 report, the budget for the support system to FTFEA 
by MFs is allocated 3,956.30 Kina for Madang province and 5,400 Kina for East Sepik province. 
Guidelines for support system are developed in both provinces. And supporting system is being 
implemented according to these guidelines respectively. 

“Market oriented" services for milling is developed and implemented by local governments: 
One model rice mill was set in both provinces respectively. Operation and maintenance training 

was conducted to both rice mills and manuals of “Management Guideline on Milling Service” and 
“Operation Manual on Rice Milling” were prepared. The saving amount of depreciation was 2,000 
Kina in Madang Province, 3,000 Kina in East Sepik province in 2007. NDAL and model milling 
centres developed instruction/training materials and general information on milling machine 
operation and management. When rice production will reach the feasible level for a rice mill
operation in the area, both model milling centres can show proper management of rice mill to new 
comers. 

Development and implementation of seed distribution system by the local governments: 
In the initial stage of this Project, ROC supplied rice seed to this project through NDAL. 

However, a lot of complains for its low germination ratio were reported. Therefore the Project 
started seed multiplication through MFs and distribution activities after Mid-Term Evaluation.  
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Madang Province delivered 245.5kg and East Sepik distributed 300kg of rice seed in 2007. 
Others: Other indicators for Output2 were almost attained or can be attained by the termination 

of the project.  
In addition, the target areas of the Project were Morobe Province, Madang Province and East 

Sepik Province in the original plan. Nevertheless based on the introduction of new concept of 
target areas putting emphasis on the achievement of results, two provinces as Madang Province 
and East Sepik Provinces were selected as target areas of the Project at the time of the mid-term 
review. Furthermore, OVIs for Output 2  have been approved by 5th JCC held in December, 2006.

 
3. Output 3: NDAL's capacities for policy implementation and extension of the Model to other 

Provinces are strengthened in coordination with DNPM. 
The OVIs for Output 3 are achieved partially.  
Establishment of REU under FSB of NDAL: 
REU was established with 5 permanent staff under FSB in Aug 2007. REU currently prepares the 

arrangement for dissemination of the “smallholder rice production ”which executed in Madang and 
East Sepik Province to other 2 to 3 provinces from the year 2009. 

NDAL develops instruction and training materials for the promotion of smallholder rice 
production:  

REU under NDAL is developing 7 kinds of documents such as 1) Guideline and Manual to form 
"Model for promotion of Smallholder Rice Production", 2) Promotion video tape on "Model for 
promotion of Smallholder Rice Production". Those materials are scheduled to complete by August, 
2008. 

200,000 Kina of the National budget allocated to Promotion of Smallholder Rice Production in 
FY2008: 

The actual disbursement for this Project was 40,069 Kina in FY2007. In 2008, NDAL requests 
68,000 Kina, but the budget is not approved yet.  

This amount is far below the target figure. Further activity for consensus-building among 
stakeholders should be promoted for securing budget allocation. 

Based on the mid-term review, the revised OVIs verifiable for Output 3 have been approved by 
5th JCC held in December, 2006. 

 
  -Project Purpose 

The Project Purpose is “Sustainable subsistence rice farming is practiced by smallholders by 
developing and applying the support system for MF extension activities”. 
 The verifiable indicator of this Project Purpose is “Subsistence smallholders growing rice 
becomes 580 farmers in Madang and Sumkar Districts and 400 farmers in Maprik District 
respectively by the year 2008”. 

The training and the monitoring for MF extension activities are being conducted in the 
sustainable manner, and the technical exchange among smallholders is being implemented.
Therefore, the support system for MF extension activities established by the Project is being 
introduced extensively in the target areas. In concrete terms, the number of smallholders growing 
rice became 451 farmers in Madang District of Madang Province, 255 farmers in Sumkar District 
of Madang Province and 780 farmers in Maprik Disrict of East Sepik respectively achieving the
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indicators set up.  
 

２ Summary of Evaluation Results 
(1) Relevance 

Overall, the Relevance of the Project is high. The details are as follows: 
1) Relevance of the Project for PNG Policy for Food Security 

The National Food Security Policy (2000-2010) and PNG Domestic Rice Development Policy 
(2004–2014) were prepared by NDAL and later endorsed by the National Executive Council (NEC). 
At present, these two main national policies clearly constitute a fundamental political base for 
NDAL to promote the domestic rice production for national food security by all the smallholders, 
institutions and semi-commercialized entities in the whole country. In addition, National Agriculture 
Development Plan (NADP) endorsed by the NEC in February 2007 adopts the promotion of 
subsistence smallholder rice production as a high priority. NADP secretariat office is preparing 
direct budget allocation system to local provinces and districts for its promotion. 
2) Relevance of the Project for JICA’s program 

The project purpose is relevant to JICA’s program “Rural Development”. This project aims to 
improve food security in rural area by development of smallholder rice production. As rice is a one 
of staple food in PNG, rice production for their own consumption helps to their household economy. 
Therefore the consistency of this Project to JICA program in rural development is secured. 
3) Relevance of the Project for the target group 

Smallholders in rural area in PNG wish to have rice consumption very much. In addition, 
imported rice prices are in soaring, many subsistence smallholders are keen to start rice production 
in their own farm. Therefore this project fulfills such vast needs in timely manner.  

 
(2) Effectiveness 
All outputs have contributed to realize the project purpose, and the Project has its effectiveness 
successfully.  
1) Achievement of the Project Purpose 

The indicator of the project purpose shown in the PDM is already achieved. In addition, most 
of outputs shown as verifiable indicators in the PMD also already achieved.  

2) Inhibiting and promoting factors for the achievement of the project purpose 
Among various promoting factors contributed to the achievement, following outputs should be 

highlighted; 
- Establishment of low input upland rice cycle appropriate to PNG agriculture,  
- FTFEA meets local society of PNG,  
- Formulation of Monitoring System by local government and  
- Introduction of manual rice husking and winnower practice.  
Those approaches could be conducted by the Project through observation and its analysis of the 

rural society in PNG.   
 

(3) Efficiency 
The efficiency of the Project is high. 
1) Timing of Inputs 
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Inputs of the project resources that include dispatch of experts and provision of equipment 
were made mostly as expected, with the exception of provision in budgets for project operation by 
NDAL. 

2) Efficiency of activities and outputs 
The Plan of Operations (PO) is constantly reviewed during the project period to cope with the 

practical ability of both subsistence smallholders and officers. Such constant reviewing reflected 
to the idea and establishment of low input rice cycle, FTFEA and monitoring system. Various 
guidelines and manuals were prepared jointly by experts and C/Ps.  

The budget for this activity is increased in targeted provinces and the system developed by 
project is adopted in non-targeted district already. Moreover, the rice farming education started in 
Teachers Collage of Madang and other 3 high-schools in both provinces. These activities will 
definitely contribute to the achievement of the Overall Goal. 

3) Coordination with other Institutes and Donors 
During the project period, notable coordination activity with other Institutes and Donors are 

follows; 
- MF training with OISCA 
- Seed provision by ROC 
- Establishment of rice production curriculum in Highland Agriculture College 

 
(4) Impact 
It is expected that the impacts of the Project are high positive. 
1) In policy making, NADP describes the importance of smallholder rice development promotion. It 

seems that the understanding of the project results is getting penetration among them. 
2) In economical aspects, as the demand for rice diet especially in young generation even in rural 

area is rising, smallholders in rural area can save expenses for rice purchase by adoption of the 
rice cycle. Some MF replied during interview survey in this terminal evaluation, they use the 
payment for rice purchase to educational expense of their children or to housing.  

3) Technically, as the rice cycle is simple and affordable, everyone who wishes to produce rice can 
start it immediately. 

4) As institutional impacts, C/Ps in provinces stated that“ MF approach”, “Monitoring system” and 
“MF supporting system” can be applied to extension works for other crops.  

5) Environmental impacts by upland rice farming by slash & burn system is limited as smallholders 
cultivate rice within their farming cycle. However, concerns of enlargement of slash and burn 
area cannot be eliminated in accordance to increase of population and rice consumption in 
villages.  
The rice cultivation technologies which are being introduced through the Project are suitable for 
the farming systems adopted by smallholders, therefore the sustainability will be relatively high. 
Taking into account the achievements of the Outputs and Project Purpose, the Project will be able 
to contribute to improve the food security of the target provinces, thus the Overall Goal will be 
achieved combined with the further dissemination of the rice cultivation.  

 
(5) Sustainability 
The sustainability of the Project is predicted to be moderate. 



xv 

1) Institutional aspects 
Various institutional practices developed through this Project such as “MF support system”, 

“Monitoring system” and Guidelines are suitable to PNG, so the sustainability in target provinces 
is high. In order to disseminate rice production to other provinces, REU has been preparing 
various guideline and materials, however the budget for its activities is not secured yet. 

2) Financial aspects 
Financial arrangement in Madang and East Sepik provinces is stable. On the other hand, budget 

allocation to REU/FSB/NDAL is not acquired yet. NDAL needs to arrange seminars and 
enlightenment activities of this project concept to related Departments for their understanding and 
to secure necessary budget. 

3) Technical aspects 
As mentioned before, this Project worked to establish simple and low input rice farming style 

appropriate to PNG. As a result, the numbers of smallholders started rice farming is increasing. 
Establishment of rice cycle will be in place. In addition, capacity development of rice mill 
operation and management of both model milling centres was challenged.  

4) Social aspects 
The technical dissemination through MF to promote rice cultivation for smallholder and the 

establishment of model rice milling station are contributing to increase the number of smallholder 
who cultivate rice in the target areas and to improve the livelihood of those smallholders through 
the improvement of the nutrition changing the eating habits and the poverty reduction. Therefore, 
it will be expected to secure the social sustainability. 

5) Comprehensive aspects 
The project promotes low input upland rice farming to be able to introduce in the target areas 

under the implementation of the related policies. It will be expected to secure the sustainability of 
the Project by the utilization of manuals and guidelines developed by the Project and the further 
introduction of famer to farmer extension approach. In addition, the target provinces deal to 
increase the budget for the promotion of rice production since the commencement of the Project. 
On the other hand, Although REU was set up in NDAL, the sustainable and sufficient budgetary 
allocation in NDAL will be crucial to maintain the sustainability in the level of central 
government. . 

 
３．Factors promoting sustainability and impact 

Appropriate introduction of Model Farmers approach enabled local governments to promote rice 
production sustainably. In addition, strong ownership and allocation of budget for rice extension at 
the target provinces is regarded to be the promoting factors in terms of sustainability and impact. 

 
４．Factors inhibiting sustainability and impact 

Unpredictable budget allocation for rice production at central government cast uncertainty on the 
sustainability and impact. 

 
５．Conclusion 

It was evaluated that the relevance, effectiveness and efficiency of the Project are high and the 
farmer to farmer approach through MF contributed to improve the livelihood of smallholder who
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introduced rice farming. Furthermore, the sustainability of the Project will be moderate except for 
unstable budgetary allocation of NDAL. The Evaluation Team carried out the information 
gathering through a series of discussions with related organizations and the field survey including
the interview to the MFs, and executed the evaluation in accordance with five evaluation criteria.  

As a result, this project has been successfully implementing, and the indicators in PDM were 
confirmed that most of them have already achieved, and the matters pointed out by the mid-term 
evaluation team were solved. And the problems to give negative influence on the accomplishment 
of the project were not found.  

Therefore, the evaluation team concluded that this project should be terminated on schedule at 
the end of November in 2008. 

It is possible to say that the extension of rice production for the self-consumption at which this 
project aims was indeed timely from the viewpoints of the food security in the background of the 
situation that the demand for rice for self-consumption especially in the young generation will 
increase and imported rice price will rise. 

Strengthening the manpower and their abilities of REU set up in NDAL is essential to promote a 
MF approach in other provinces in coordination with provincial, district governments.  At the 
same time, REU is required to make their best efforts to acquire the budget for the promotion of 
the MF approach to other provinces. 

 
６． Recommendations 
6-1 Short-Term Issue (by the termination of Project) 
1)To support the MF approach in Madang Province and East Sepik Province, the evaluation team 
proposes the following points. 
1)-1 MF support system 

The guidelines for the MF support system in Madang and East Sepik Provinces were developed, 
and the budget has been allocated to provide necessary expenditure and the reward.  It comes to 
keep MFs’ incentives, however, it is necessary to continue reviewing the system to improve their 
incentives further. For example the reward should be provided according to the execution of their 
activities and their frequency. In addition, the point that the rewards of both guidelines are 
different although the MFs carry out the same content of the activities should be examined.  

Finally, provincial or district government should persist making the MFs submit the activity 
report without fail and the confirmation of the result of their activities.  

1)-2 Issue of MF certificate 
The government should issue the certificate as the MF according to the performance and its 

results of the activities of the MFs. The certificate can be expected to rouse MF's motivation. 
1)-3 Brush up training 

It is necessary to carry out the brush up training to remind MFs of the content of the initial 
training. It is originally preferable that the technology of the MFs improves by the brush up 
training, but the organization to provide such training now doesn't exist.  

Moreover, in the brush up training, it is necessary to provide the chance of the information 
sharing concerning the activities of the MFs and the problems they faced in the field not only 
among the MFs but also with the administrative officials.  
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1)-4 Establishment of MF network by MF meeting 
The establishment of network among the MFs can expect a lot of effects such as the sharing their 
findings and experiences they obtained through their activities, and sharing information on the
occurrence of the pest etc., and accommodating the rice seed necessary for the extension activities.

The matters shared through this network can be fed back to the administration, and can expect to 
be topics that research institute should take up. 

2) To introduce the FTFEA that has successfully done in Madang and East Sepik provinces into 
other provinces, the evaluation team proposes a central government as follows.  
2)-1 Securing of the budget for FTFEA in cooperation with NADP 

In National Agriculture Development Plan (NADP) that obtained the approval of the NEC in 
2007, the promotion of rice production for the self-consumption by the smallholders is described 
as its high priority matter. And NADP can allocate the budget for agriculture development in
response to the proposal made by the district government and LLG. So REU should negotiate with 
NADP and participate in the process of this budget allocation. For example REU can give advices 
to the district/LLG when they make proposals, and REU support NADP staff when they examine 
proposals, moreover, REU can lead the NADP to allocate their budget to the district/LLG in 
which REU tries to promote smallholder’s rice production by FTFEA in their policy.  
Anyway REU should strengthen a communication with NADP that maintains their office in the 

room next to REU. 
However, as NADP budget is not able to be used for the activities of central government including 

REU, REU itself has to secure development budgets (PIP) to DNPM.  
It is very important for REU to make DNPM and NADP understand the effective results of this 

project and allocate the budget. 
 

6-2 Long/Mid-term Issue (after project termination) 
1) Strengthening manpower of REU  

REU is planning to select three provinces that become the next targets for the promotion of 
FTFEA through the seminar to explain their plan to all the provinces. But it seems to be very 
difficult for the present manpower of REU to implement a series of activities from the selection of 
provinces to the introduction and execution of the FTFEA in cooperation with local governments. 
So increasing the number of their staff' and strengthening their ability will be required. 

2) Strengthening coordination among administration, research, education, and extension 
So far promotion of FTFEA has been implemented without any support and collaboration with 

research and education institutes. They have National Agricultural Research Institute (NARI) in 
PNG, and they are also considering that rice must be very important food crop for smallholders 
according to their research program leader. Research and development of new technologies to 
respond to the problems in the site is expected to become possible if NARI cooperate with this 
project. 

Moreover, the project has been cooperating with Highland Agricultural College for installation 
of the rice farming course, and as the result o this cooperation, this college can provide a series of 
training like a in-service training for administrators and a level-up training for MFs.  
REU/NDAL should promote cooperation with these research and education institutes to 

strengthen the linkage among administration, research, education, and extension 
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3) Human resource development of the next generation 
As it will take long time to promote FTFEA throughout PNG, the project should involve young

staff and develop human resources of the next generation. For this purpose, introduction of rice 
production and practical experience in the field are very effective as some of the teachers’ college 
and secondary school carry out. REU and PDAL, DDAL should support and expand these 
activities. 

4) Support system for rice milling machine  
The demand for the rice mill machine seems to be very high, and in NADP they plan to provide 

milling machines to district and LLG. However, judging from the past experience, appropriate 
operation and maintenance are very difficult to be provided and machine must be left in the 
condition of out of order. To avoid such situation, careful consideration on the support system 
must be made.  

But actually establishment of support system which can provide appropriate operation, 
maintenance, spare-parts and repair must be done before the installation of milling machines. 

5) Sustainable secure budget for Provincial Level 
To expand the FTFEA in Madang and East-Sepik Provinces, both provincial governments 

should keep on allocating the necessary budget amount in the same trend so far. 
 

７． Lessons Learned 
1) Project that agrees with demand 

Demand for the rice is being expected to expand especially in the young generation. But people 
living in the remote area cannot access the rice easily and recent price rise of rice gives big impact 
to household economy. This project could agree with the demand of PNG people in particular 
smallholders and the recent situation. In addition, the Project adopted farmer to farmer approach 
for the technical dissemination concerning rice farming for smallholders considering the local 
context of the recipient country. This can lead the successful implementation of the project.  

2) Use of suitable technologies  
- Instead of the installation of the mechanical milling machines, the project introduced the 

manual milling tool "KISER" by the Indonesian expert. This tool is very helpful for the people 
living in the remote area from model milling centres. Indonesian expert also gave technical 
guidance to MFs, and some of MFs started to build and sell “KISER” by themselves.  

The introduction of KISER is a meaningful from the point of view of an appropriate technology, 
the application of existing good practices in neighbouring countries will be useful in order to solve 
the technical issues with rapidity    

- The project introduced up-land rice production which was able to implement without any big 
investment such as irrigation facilities and fertilizer, and also introduced reproduction cycle in a 
understandable way, what we call “Rice Cycle”. As this rice cycle was built in the traditional root 
crop production cycles, the enlargement of slash and burn area can be avoided. In this manner, the 
Project has been promoting the rice farming for smallholders taking into consideration of the 
succession of traditional farming, land use, culture and tradition. As the result, the expansion of 
the Project effect could be obtained. 

3) Promotion of MF approach 
- FTFEA works so effectively and efficiently in the Papua New Guinea society in which exclusive
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community connection is so strong. If the outsiders like PDAL or LLG officials try to do the same 
thing, it takes much longer time than FTFEA does. Selecting the MF from the community members 
and letting them play a role of extension worker is acceptable for the community, this approach 
will be useful for other sectors. It is hoped that REU attempt to share this experience with other 
departments. 

Moreover, in many developing countries, their extension systems do not work because of 
insufficient budget allocation as the result of promotion of the decentralization policy. FTFEA of 
this project has enough worth to examine to introduce as a possible alternative method. 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

１－１－１ 調査団派遣の経緯 
パプアニューギニア独立国（以下、「パプアニューギニア」と記す）では、都市部のみなら

ず農村部においてもコメを主食として摂取する食習慣が定着しつつある。しかしながら、消費

のほとんどをオーストラリアやタイからの輸入米に依存しており、輸入量は年間約 20 万 t に達

すると推計されている。 
このような状況下、パプアニューギニア政府は食糧安全保障の観点から稲作振興を優先課題

と位置づけ、農家による小規模自給稲作のためのプログラムを策定し、農業畜産省（National 
Department of Agriculture and Livestock：NDAL）食糧安全保障局（Food Security Branch：FSB）
を中心に全国 17 州で事業を展開中である。 

JICA は、これまで専門家派遣、青年海外協力隊（Japan Overseas Cooperation Volunteers：JOCV）

派遣、機材供与等を通じて、パプアニューギニアの小規模稲作振興に対する協力を実施してき

た。2002 年度には在外開発調査を実施し、マスタープラン「小規模稲作振興計画」を策定した。

これを基に、小規模農家への稲作技術の普及と定着が課題となっていたことから、パプアニュ

ーギニア政府より小規模農家を対象とする稲作技術の普及と稲作技術サービス体制の強化を

目的とする技術協力プロジェクトの要請が提出された。 
かかる要請に対し、事前評価調査を実施した結果、2003 年 11 月締結された討議議事録（Record 

of Discussions：R/D）に基づき、2003 年 12 月 1 日より 5 年間のプロジェクトが開始された。 
米食の習慣が定着しつつあるといっても、限られた地域へ 100 年前にようやく稲作が紹介さ

れ、焼畑による主食の根菜類や、サゴヤシ、バナナなどの栽培技術と大きく異なる種子作物栽

培はまだまだ新しい作物であった。水田はなく、役畜も存在しない。焼畑と狩猟採集を中心と

して、孤立した小集団による営みを非常に長い時間継続してきた結果、地域社会における技術

的蓄積が非常に希薄なものとなっていた。行政においても、稲作栽培技術開発や人材養成は皆

無に等しく、慢性的な財政不足による人員の不足、行政による普及体制も非常に脆弱であった。

事業運営管理能力も低く、事業企画や実施結果に関する情報収集と整理することは求められて

いなかった。地方においては、稲作に関するデータは全くなく、行政官はデータ収集の意義す

ら理解していない状況であった。 
かかる状況下で、実施されてきた本プロジェクトでは、稲作を継続的に実施する農家を増や

すことを目的として、次のようなアプローチを採用してきた。プロジェクト以前に既に稲作を

始めていた農家に対する陸稲栽培研修を行い、その研修を受けた農家が研修終了後に地元に帰

って周辺農家に稲作の普及を行うという「モデル農家（Model Farmer：MF）による農民から農

民への普及（＝MF アプローチ）」を基本とすることとなった。研修を受ける農民（＝MF 候補

者）を選抜するのは、地方行政である。また、研修実施機関は、ラバウルにある日本の国際協

力 NGO であるオイスカ（The Organizaiton for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement 
International：OISCA）で、共同作業により陸稲栽培と収穫後処理、種子の確保などに関する適

正技術に基づいた研修事業を企画・実施してきた。また、MF による普及活動を持続的に行う

ためには、MF に対して行政による物心両面の支援が必要であり、行政による支援策を制度化

する必要があった。そこで、稲作を根付かせるためには「MF アプローチと行政による支援シ
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ステム構築」をプロジェクトの柱とした。 
この柱以外に、精米機及び手動籾摺り機による精米サービスと、新規農家が稲作を始めるの

に必要な種子配布サービスの確立に取り組んできた。そして、情報収集の必要性すら意識して

いなかった行政官に対して、基本情報を収集し、統一的な書式の報告書を作成させるというモ

ニタリングシステムの確立にも取り組んできた。なお、本調査時には 3 名の日本人専門家（チ

ーフアドバイザー／普及計画、研修計画、業務調整／教材作成支援）を派遣中であった。 
2006 年 7 月には中間レビューを実施し、評価５項目の観点からプロジェクトの評価を行うと

ともに、その後のプロジェクト実施に関して提言を行った。本調査は、中間レビューの提言に

対する対応経過に加え、プロジェクト活動の実績、成果について評価を行う。また、パプアニ

ューギニア政府に対し今後の事業実施に関する提言を行い、今後の類似プロジェクト実施にあ

たっての教訓を導くことを目的とする。 
 

１－１－２ 派遣目的 
（１）技術協力の開始から終了（調査時点）までの実績確認（活動、投入）、実施プロセスの

検証 
 

（２）プロジェクト目標と成果の達成状況、貢献要因・阻害要因の分析 
 

（３）上記を踏まえて、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び持続性）の観

点から総合的に評価 
 

（４）プロジェクト終了時までに行うべきこと、並びにプロジェクト終了後に先方政府が行う

べきことについて提言 
 

（５）類似プロジェクトのための教訓抽出 
 
１－２ 調査団の構成と派遣期間 

１－２－１ 調査団の構成 

氏 名 担当分野 所属等 

友部 秀器 総  括 JICA 農村開発部 水田地帯 G 長 

阿久津 隆男 評価分析 海外貨物検査株式会社 主席コンサルタント 

田中 宏幸 計画管理 JICA 農村開発部 水田地帯 G 水田地帯第三課 

 
１－２－２ 調査日程 
（１）2008 年 5 月 24 日～6 月 12 日  

 
（２）評価分析団員：2008 年 5 月 24 日（土）～6 月 12 日（木）（20 日間） 

 
（３）官団員：2008 年 5 月 31 日（土）～6 月 12 日（木）（13 日間） 
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詳細は付属資料１を参照。 
 
１－３ プロジェクトの概要 

終了時評価開始時点でのプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）

に基づくプロジェクト概要は次のとおり。 
 

サイト マダン州、東セピック州 

協力期間 2003 年 12 月 1 日～2008 年 11 月 30 日 

相手国機関名 農業畜産省（National Department of Agriculture and Livestock：NDAL）※ 

 
プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

の

概

要 

上位目標 対象州における食糧安全保障状況が改善される。 

プロジェクト

目標 
 

モデル農家アプローチ（農民間普及活動）に対する支援システムが開発・

適用されることによって、小規模農家による持続的自給稲作が実践され

るようになる。 
成 果 
 

１）モデル農家が自給用稲作技術を取得し、他の農家に普及する。 
２）モデル農家普及活動支援システムと経済性に基づいた精米サービス

及び種子配布サービス等の行政サービスが開発及び実施される。 
３）国家計画モニタリング省との連携により農業畜産省の政策実施及び

普及機能が強化される。 
活 動 
 

1-1 モデル農家アプローチ（農民間普及活動）に対する普及方法及び普

及教材を準備する。 
1-2 モデル農家の人材育成が行われる。 
1-3 モデル農家が普及活動を行う。 
2-1 経済性を重視した精米機サービスの改善と促進を行う。 
2-2 移動式精米サービスの改善と促進を行う。 
2-3 稲作の普及に向け教育機関（学校）との連携を行う。 
2-4 種子配布サービスの改善を行う。 
2-5 モデル農家アプローチ（農民間普及活動）に対する支援システムを

作成する。 
2-6 モニタリングシステムを導入する。 
3-1 農業牧畜省内に普及・調整を行う組織を設立する。 
3-2 関連他機関との調整を含む農業牧畜省の行政能力強化を行う。 
3-3 小規模稲作における普及モデルを作成する。 
3-4 他県への普及に向けた試行的取り組みを行う。 
3-5 プロジェクトにより実施される活動のモニタリングを実施する。 

※パプアニューギニア側プロジェクト実施体制については、付属資料２を参照。 

 
１－４ 主要面談者 

本調査における面談者リストは付属資料３を参照。 
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第２章 終了時評価調査の方法 
 

本終了時評価は、新 JICA 事業評価ガイドライン（第 1 版）に基づき、プロジェクト・サイク

ル・マネジメント（Project Cycle Management：PCM）の評価手法を採用して、日本、パプアニュ

ーギニア両国の評価者から構成される合同評価調査団により実施された。 
 
２－１ 主な調査項目 

本終了時評価に当たっては、以下の評価５項目の観点からの検討を行い、評価を実施した。 
 

（１）妥当性 
妥当性は、プロジェクトが定めた上位目標とプロジェクト目標が、被援助国の開発政策や

ターゲット・グループのニーズと一致しているか、また、これらの目標を達成するためのプ

ロジェクト・デザインが妥当であったかを検証するものである。 
 
（２）有効性 

有効性とは、プロジェクト実施によって、ターゲット・グループに対して所期の便益をも

たらすことができたか否かを評価するものである。そのためにはプロジェクト目標の達成度

を分析するとともに、その内容について、プロジェクト活動による成果産出への貢献度を検

証することが必要である。 
 
（３）効率性 

効率性とは、プロジェクト実施過程における生産性のことであり、投入が成果にどれだけ

効率的に転換されたかを検討する。 
 
（４）インパクト 

インパクトとは、プロジェクト実施により生じた直接的及び間接的なポジティブ、ネガテ

ィブな効果、影響のことである。 
 
（５）持続性 

持続性とは、プロジェクト実施による効果が、プロジェクト終了後においても持続される

かどうか、それらの阻害及び貢献要因について、政策及び制度的側面、組織及び財政的側面、

そして技術的側面から検証するものである。 
 

あわせて、本プロジェクトの当初協力期間終了後の対応方針についても検討し、これらの結果

をパプアニューギニア関係者と協議を行い、終了時評価報告書に取りまとめ、合同調整委員会

（Joint Coordination Committee：JCC）に諮り、結果をミニッツ（Minutes of Meeting：M/M）とし

て取りまとめた。 
 
２－２ 評価調査メンバー 

本調査メンバーは上述「１－２－１ 調査団の構成」と同じであるが、全調査行程に Mr. Brown
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（FSB 局長）が同行し、同氏との協議を経て評価レポートを取りまとめた。 
 

２－３ データ収集・分析方法 

 本調査にあたっては、以下のデータを収集・検討するほか、現地調査において、日本人専門家

及びカウンターパート（Counterpart：C/P）への聞き取り、プロジェクト対象地域踏査及び受益者

との会合などを通じ、情報を収集した。 
① R/D（付属資料４）、PDM（付属資料４．M/M の Annex１）、PDM に基づく実績表（付属資

料５）、活動実績・成果表（自己評価、付属資料６）などのプロジェクト資料 
② 評価グリッド（付属資料７） 
③ 運営指導調査報告書、中間レビュー調査報告書及び M/M 
④ プロジェクト活動進捗報告書 
⑤ 日本側、パプアニューギニア側投入の詳細 
⑥ プロジェクト活動進捗及び成果に関するプロジェクト作成資料 

 これらの情報に基づき、PDM に掲げられた指標と照らしてプロジェクトの進捗及び成果達成状

況を確認したうえで、合同評価調査団内で検討を行い、上記評価５項目の観点から調査結果の分

析を行った。本調査報告については、合同評価報告書に取りまとめられ、2008 年 6 月 11 日に開

催された JCC において報告し、了承が得られた（付属資料８「合同評価報告書」及び９「ミニッ

ツ（M/M）」）。 
 
２－４ 評価調査の制約・限界 

本調査は限られた予算と調査期間をもって実施されたため、すべての C/P、関係機関及び農家

へのインタビューを行うことができなかった。また、これまでの事業実績に係るデータの収集・

整理が十分になされておらず、時系列的推移を明確に示すに足る情報が得られなかったため、本

調査では得られたデータを基に分析を行っている。 
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第３章 プロジェクトの実績及び実施プロセス 
 
３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 
（１）専門家派遣 

本プロジェクトが開始された 2003 年 12 月から 2005 年 6 月末までは、2 名の長期専門

家（チーフアドバイザー／研修、及び業務調整／普及）を派遣し、2005 年 10 月以降は、

教材作成支援分野の長期専門家が加わった。さらに、2006 年 6 月から普及担当（マダン州

駐在）の長期専門家が派遣され、長期専門家はおおむね 3 名体制で本件協力を実施してき

た。投入人月数は計 148.0 カ月であった。 
短期専門家については、2008 年 6 月末までに派遣した短期専門家は 12 名（計 16 回派遣）

で、1 名の第三国専門家（インドネシア）を手動精米及び陸稲管理技術指導の目的で 4 回

にわたり派遣した。短期派遣専門家の派遣分野は、支援システム、短期チーフアドバイザ

ー、ガイドライン策定、農家調査、プロジェクト運営、精米機運転・保守、ロールプレイ

ングゲーム、稲作文化、精米機の構造、イネの病虫害及び稲作普及管理技術の多岐にわた

り、合計人月数は 32.1 カ月であった。 
 

（２）本邦研修 
NDAL 次官をはじめとするパプアニューギニア側 C/P23 名が本邦研修に参加した。この

うちの 8 名は NDAL と国家計画モニタリング省（Department of National Planning and 
Monitoring：DNPM）の職員で、マダン州からは 7 名、東セピック州では 8 名が本邦研修に

参加した。分野は稲作政策（11 名）、農業普及計画管理（5 名）及び収穫後処理と精米技術

（7 名）であった。本邦研修の詳細は、付属資料８「合同評価報告書」を参照されたい。 
 

（３）インドネシア視察研修 
2004 年 3 月から 2007 年 11 月の間に 5 回実施され、NDAL 及び州の C/P と MF が合計で

40 名参加した。 
 

（４）交流事業 
東セピック州とマダン州の交流事業が 5 回実施され、合計 32 名が参加した。 
 

（５）機材供与 
事務用備品、電話ファクシミリ及び車両 3 台を供与し、NDAL、マダン州及び東セピッ

ク州に配置した。加えて、研修教材作成用の視聴覚機器を供与し、C/P により有効に利用

されている。2003 年から 2008 年度までに支出された機材供与費は、42 万 4,535 キナ（約

1,700 万円、￥40/キナで計算）であった。供与機材の維持管理は適切になされており、活

用状況もおおむね良好である。 
 

（６）ローカルコスト負担 
2003 年から 2008 年度までのあいだに、JICA が負担したローカルコストは、307 万



－7－ 

9,975.83 キナ（約 1 億 2,300 万円）であった。 
 

３－１－２ パプアニューギニア側投入 
（１）プロジェクトの事務所及び設備の提供 
 
（２）C/P の配置 

NDAL に計 10 名が配置され、7 名が C/P として活動中〔7 名のうち 5 名は稲作普及課（Rice 
Extension Unit：REU）のメンバーである〕。マダン州内では 13 名が配置され 11 人が現在

も活動中であり、東セピック州では計 16 名が配され、このうち 12 名が C/P としての活動

を継続中である。よって、配置された C/P の総数は 39 名で、本調査時に活動を継続して

いた C/P は 30 名となっている。 
 

（３）予算 
NDAL と対象州の過去 5 年間の予算配分は下表のようになっている。 
 

単位：キナ 

2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 合 計 

NDAL 38,515.76 91,592.49 369,000.00 40,069.63 68,000.00 607,177.88

マダン州 21,354.98 31,104.15 30,000.00 110,000.00 200,000.00 392,459.13

東セピック州 30,465.65 7,524.51 50,000.00 130,000.00 130,000.00 347,990.16

合 計 90,336.39 130,221.15 449,000.00 280,069.63 398,000.00 1,347,627.17

 
NDAL の予算配分が年によって大きな変動があるのに対し、マダン州及び東セピック州

では本プロジェクトに対する予算配分は確実に上昇している。 
 
３－２ 成果達成状況 

（１）本プロジェクトの成果及び指標は以下のとおりである。 
 

 成 果 指 標 
成果１ モデル農家が自給

用稲作技術を取得

し、他の農家に普

及する。 

1.1 NDAL は 5 種類の研修材料を作成する。 
1.2 2008 年末までにマプリック郡 25 人、スンカール郡 12 人、

マダン郡 25 人がモデル農家としての研修を受け周辺の農

家に稲作を広める。 
1.3 モデル農家へのフォローアップ研修のマニュアルが対象州

の PDAL によって作成される。 
1.4 モデル農家になるための農民研修マニュアルが対象州の

PDAL によって作成される。 
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成果２ モデル農家普及活

動支援システムと

経済性に基づいた

精米サービス及び

種子配布サービス

等の行政サービス

が開発及び実施さ

れる。 

2.1 2007 年から減価償却費をマダン No.2 精米所で 2,000 キナ、

ヘイフィールド精米センターで 3,000 キナを積み立てる。 
2.2 固定式と移動式の精米機運転マニュアルが対象州の PDAL

によって作成される。 
2.3 NDAL は 2008 年中に精米機保守・運転マニュアルとビデオ

を作成する。 
2.4 両州の PDAL は精米機の保守・運転と精米サービスに関す

る一般的なマニュアルを作成する。 
2.5 両州内でそれぞれ２校がプロジェクトと連携する。 
2.6 マダン州のダニップ校 48 人、MTC 校（Mandang Teachers 

College）300 人及び東セピック州の BSS 校（Brandi Secondary 
School）584 人、MSS 校（Mercy Secondary School）500 人の

生徒が稲作の基礎を勉強する。 
2.7 モデル農家普及活動のガイドラインは両州の政府によって

承認される。 
2.8 モデル農家普及活動の費用としてマダン州は 3,000 キナ/

年、東セピック州は 2,600 キナ/年を予算計上する。 
2.9 2008 年末時点でモデル農家から指導を受けた小規模農民数

がマダン州 1,160 戸、東セピック州 800 戸になる。 
2.10 2007 年から両州とも、年間 100kg の種子を生産して配布す

る。 
2.11 プロジェクトの活動費用としてマダン州は 33,000 キナ/年、

東セピック州は 30,000 キナ/年を予算計上する。 
2.12 プロジェクトの活動のためにマダン州は 9 人、東セピック

州は 7 人の C/P を配置する。 
成果３ 国家計画モニタリ

ング省との連携に

より農業畜産省の

政策実施及び普及

機能が強化され

る。 

3.1 NDAL は食糧安全保障局の下部に稲作普及課（REU）を設

置する。 
3.2 NDAL は小規模稲作農家推進ガイドラインとビデオテープ

を作成する。 
3.3 中央政府はプロジェクト推進用に年間 200,000 キナの予算

を計上する。 
注：上記の数字は 2007 年 12 月開催の第 6 回 JCC 会議で承認された PDM に基づいている。 

 
（２）各成果の達成状況は以下のとおりである。 
 

成果１：モデル農家が自給用稲作技術を取得し、他の農家に普及する。 

成果 1 の指標は達成されている。 
 

本プロジェクトでは、慣習的土地所有制度を基盤に、焼畑狩猟採集を生産体系の基本にしてい

る稲作を知らないパプアニューギニアの小規模農家に対して、自給用稲作を普及させるために基

本技術を「稲作サイクル」として整理した。 
これは、小規模農家が種籾を入手して、雨期の到来とともに自給用の農園に播種し、雑草を管
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理し、収穫して乾燥し、収穫された籾の一部を翌年の稲作用に種子として確保しておき、残りは

精米して（木製の手動籾摺り機と、街で精米機を利用する 2 種類の方法が可能）、自家消費すると

ともに、余剰米があれば近隣で販売するという稲作のサイクルである。お金をかけない基本的な

技術で、農家自身が活用できる資源を利用した陸稲栽培を行う方法である。プロジェクトでは、

この考え方を基本に敷いて各種教材とガイドライン及び研修マニュアルの作成を指導してきてお

り、効果を上げている。 
研修教材については、中間レビュー時点では、作成中を含め 6 種の研修教材とテキスト等が作

成（うち 3 種は完成・配布）されているが、本調査時点では 13 種類の各種教材とガイドライン及

び研修マニュアルの整備が確認された。また、広報資料については、中間レビュー時では、計画

されていた 4 点のうち 3 点（プロジェクト紹介ビデオ、プロジェクト紹介冊子及び稲作ポスター）

が作成済みで、本調査時には残る 1 点（プロジェクト成果紹介ビデオ）が作成中であった。 
本プロジェクト開始以前から MF の育成がなされてきており、2008 年 5 月までに、69 人（東セ

ピック州マプリック郡 32 人、マダン州スンカール郡 12 人、マダン州マダン郡 25 人が MF として

の研修を受け、周辺の農家に稲作を広めており、MF によって指導を受けて稲作を開始した小規

模農家数は、マプリック郡 780 人、スンカール郡 255 人、マダン郡 451 人に達している。さらに、

本プロジェクトの対象地域以外の州内の他郡でも州農業畜産部の活動によって、稲作を開始した

小規模農家の数は確実に増加している。 
MF アプローチにおける基本は MF の選定であり、本プロジェクトではこの点の強化にも力点

を置いている。本プロジェクト開始当初は、OISCA 研修に参加したのち、MF 活動に積極的に参

加しない MF もいたが、MF 選定のガイドラインを整備しながら、関係者の交流を進めるなかで、

より高い意欲がありユニークな人材を発掘する必要性が認識され、良い人材が発掘されるように

なっていることは大きな前進である。 
簡易な技術を用い、パプアニューギニアの社会の特性にも合致した費用的に効率的な MF アプ

ローチは、MF の自発的な活動意欲を引き出しており、同国社会の実情に沿った活動である。MF
育成のための農民研修マニュアルは整備されており、2007 年までは OISCA 農場で研修を実施し

ていた。2008 年 3 月に、マダン州では 7 名、東セピック州では 11 名を対象に MF 養成研修が実

施され、両州は自前で MF を養成できる体制が構築された。これは研修費用の削減のみならず、

州の担当者と MF にとっても自信になっており、今後よりきめ細かい、現地の状況に合わせた

MF 養成が可能になったことは大きな成果である。 
MF 研修（ブラッシュアップ研修）のマニュアルが両州で作成されており、2008 年 10 月に研修

会を開く予定である。 
本成果に関する新指標は、第 5 回 JCC（2006 年 12 月開催）において、JCC メンバーにより合

意された。 
 

成果２：モデル農家普及活動支援システムと経済性に基づいた精米サービス及び種子配布サー

ビス等の行政サービスが開発及び実施される。 

 成果２の指標は達成されている。 
 
（１）MF 普及活動支援システム 

2007 年の活動報告では、MF の支援予算として、マダン州全体で 3,956.30 キナ、東セピッ
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ク州全体で 5,400 キナが確保され、MF が策定する計画を審査したうえで、支援が提供される

体制が整った。行政と MF が一体となって小規模稲作を振興しており評価できる。 
2006 年 7 月までには、マダン州においては「モデル農家（MF）支援システムガイドライ

ン」が策定・運用が開始され、東セピック州マプリック郡でも同様のガイドラインの策定作

業が進められている。C/P は、州政府によって承認を受けた支援システムガイドライン（MF
が計画立案 行政による審査 審査結果 OK の案件に対する支援の実行 MF 活動 MF によ

る活動レポート 行政による評価と情報の収集）に従って、MF 普及活動の支援を実施して

いる。両州のガイドラインでは、MF 活動に要する実費を支援することを規定している。 
 

（２）経済性に基づいた精米サービスの実施  
精米機運営については、中間レビュー時に、維持管理上の問題から、供与を予定していた

精米機 14 台に代えて既存精米所の機能を最大限活用する方針変更がなされた。マダン州及び

東セピック州において、各 1 カ所のモデル精米センターを設置し、これにより精米所の経営

指導、精米機及び付属エンジンの運転保守技術の向上が図られた。「精米サービスの管理」と

「精米機の運転マニュアル」の教本が整理されている。両モデル精米所は、経済的な精米所

経営を理解し、減価償却費も計上するようになり、活動を維持するための精米機運営管理技

術を身に付けた。モデル精米所は、他の精米所へ運転指導が出来る力量を備えることができ

たといえる。将来、コメの生産量が拡大し近隣地区で精米所の設置が盛んになった場合、精

米所の経営と機材の運転・保守に関する講習会の開催等の成果が期待できる。 
本プロジェクトを通じて小規模稲作が両州内で急速に拡大している要因に、MF による農

民から農民への普及活動（Farmer to Farmer Extension Activities：FTFEA）システムと、それ

に対する行政支援体制の構築があるが、さらに木製の手動籾摺り機と箕（インドネシア式木

臼「キセル」と竹製風選器）の導入が挙げられる。パプアニューギニアにおける従来の稲作

開発では、導入された精米機が故障して稼動を停止するとともに、小規模農家も稲作を止め

てしまう事例が数多く報告されている。キセル籾摺り機は投入口から籾を入れると下部から

玄米になって排出されるので、機械好きなパプアニューギニアの人々の感性に合っているよ

うである。従来、精米機へのアクセスがない遠隔地の村では稲作は開始されていなかったが、

キセルの導入によってコメを栽培し、自前で精米して自家消費が可能になった。 
 

（３）種子配布サービスシステムの開発 
本プロジェクト開始当初、種子は NDAL との協力関係にある台湾技術団（Technical Mission 

of the Republic of China：ROC）が生産する水稲品種の TCS10 を使用していたが、農家や関係

行政官から TCS10 の種子の発芽率が低いとの報告が多かった。地方政府（州と郡）は、有能

な MF と契約して種子生産を行い、小規模農家に配布するためのガイドラインを作成した。

2006 年 5 月時点では、8 人の MF によって 114 人の非稲作農家に対し 123 ㎏の種子が配布さ

れ、2007 年には、州政府予算を用いてマダン州では 245.5kg、マプリック郡では 300kg の種

子の配布が行われた。生産配布されている種子の品種は、TCS10、IR 系及び在来種である。 
 

（４）その他の指標 
成果２のその他の指標に関しては、大半の項目が既に達成されており、一部はプロジェク
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ト期間内に達成される見込みである。 
また、当初計画では、対象地域をモロベ州、マダン州及び東セピック州の 3 州としていた

が、中間レビュー時に「成果を図る対象地域」という考え方が導入され、マダン州及び東セ

ピック州マプリック郡とした。また、PDM の本成果に関する新指標は、第 5 回 JCC（2006
年 12 月開催）において合意された。 

 

成果３：国家計画モニタリング省との連携により農業畜産省の政策実施及び普及機能が強化さ

れる。 
 成果３の指標は部分的に達成されている。 
 
（１）REU の設置 

REU が FSB の下に創設され、5 名の職員が配置されている。現在、REU は、マダン州と東

セピック州で実施されている｢MF アプローチによる持続的自給小規模稲作振興策」を他州に

普及させるためのガイドライン､マニュアル､モデル主要コンポーネント紹介ビデオなどの作

成を進めている。2009 年１月から対象州の選定作業に入り 2～3 州を対象に活動を開始する

予定である。次年度の REU の活動予算が確保され、他州においても小規模稲作振興計画が実

行されることが期待される。本プロジェクトの残り協力期間で、NDAL 幹部と DNPM への働

きかけや、2007 年に設置された国家農業開発計画（National Agriculture Development Plan：
NADP）事務局への働きかけとワークショップの実施等が必要である。 

 
（２）NDAL は小規模稲作農家推進のためのガイドラインやマニュアルとプロモーションビデオ 

を作成する。 
本調査時に、REU は 7 種類のガイドライン、マニュアル等の作成に取り組み中で、2008

年 8 月までにはすべて完成の予定である。 
 

（３）小規模稲作振興計画のプロジェクト予算 20 万キナが政府から拠出される。 
2007 年度は 4 万 69 キナが支出され、2008 年度は 6 万 8,000 キナが予算措置されているが、

目標とする 20 万キナは達成していない。従来の NDAL に対するプロジェクト予算は、DNPM
に対する公共投資プログラム（Public Investment Program：PIP）予算の申請の手続きを経てき

たが、NADP については、プロジェクト予算は中央官庁経由でなく、州政府と郡政府に直接

配布されることになっている。NDAL は、DNPM に PIP 予算を申請済みである。 
NADP は、地方政府への予算配布システムの具体化を検討中である。パプアニューギニア

政府内部の問題であるが、本プロジェクトでもあらゆる機会をとらえて、マダン州、東セピ

ックの両州で成功裏に実施されている小規模稲作振興計画の現状と活動内容を他州に紹介し、

稲作振興の可能性と州の食糧安全保障に貢献することをアピールすることが肝要である。 
なお、2007 年 8 月に、REU が創設されたことを受け、活動３の指標並びに計画が JCC に

より承認された。 
 
３－３ 成果の達成に寄与したその他の活動 

 本プロジェクトでは、MF アプローチ（FTFEA）を強化するために次の活動を行っている。 
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（１）木製籾摺り機の紹介 
インドネシアからの第三国短期派遣専門家は、インドネシア国において「キセル」と呼ば

れる木製の籾摺り臼を農家に紹介した。木製籾摺り臼は少ない材料とお金で農民自身が製作

できることから、特に遠隔地に住居し精米所までのアクセスが悪い農家にとっては利点が多

く評判が良い。周囲の期待に伴い、プロジェクトでも同籾摺り臼の導入・普及を積極的に行

うようにした。MF の一部は、既にこの木製籾摺り臼を生産、販売している。 
 

（２）MF 再研修（ブラッシュアップ研修） 
2005 年には、マダン州の自発的な企画・実施により州内 5 郡から 50 名の MF に対し再研

修が行われた。内容としては、キセルや農具、紙芝居（稲作基礎技術）の利用方法を研修し、

技術の再確認が行われた。東セピック州でも 2008 年 10 月から定期的な MF のブラッシュア

ップ研修を行う計画である。同研修は MF の意識向上につながっている。 
 

（３）技術交流（国内視察旅行） 
国内交流事業は、2005 年 3 月から 2007 年 11 月のあいだに 5 回実施された。国土の広いパ

プアニューギニアでは、近接する州でも、その生活、民族、言語等が異なっており、元来移

動の機会が非常に限られているパプアニューギニア人にとっては異文化に接することと同等

である。技術交流では、自らと異なる農法を営む農家を視察し、意見交換をすることで、自

身の農法の見直し、稲作に対する生産意欲を高める効果があった。本調査時に行った MF へ

の聞き取りでも、特に効果があった事業として国内交流事業が挙げられている。事業の継続

と拡大が要望された。 
 
（４）インドネシアへの視察研修 

伝統的にイネを栽培してきたインドネシアを訪問し、その伝統農法や収穫後処理技術を学

ぶために、西ジャワ州スバン区において計 5 回の視察研修が実施された。MF を中心に合計

40 名が参加した。地元にある材料や資源を最大限に生かしつつ、長年にわたり継続開発して

きたインドネシアの稲作栽培技術を視察することで、パプアニューギニアでも自らが可能な

範囲でイネを栽培できるヒントや自信を得ることができた。本視察は技術紹介程度であるも

のの、そのインパクトは大きく、MF の意識を高めるうえで有効な活動であった。マダン州

のある MF はインドネシアで視察した野鍛冶技術を自分のものにして包丁づくりに挑戦して

いる。竹製の箕を生産・販売している MF も現れている。 
 
３－４ プロジェクト目標の達成状況 

 プロジェクト目標は達成されている。 
プロジェクト目標「モデル農家アプローチ（農民間普及活動）に対する支援システムの開発・適

用を通じた小規模農家による持続的自給稲作の実践」は、2008 年 5 月のプロジェクトからの報告

によると、自給用に稲作を行っている小規模農家の数は、マダン州マダン郡で 451 農家、マダン

州スンカール郡で 255 農家、東セピック州マプリック郡では 780 農家に達しており、指標値（マ

ダン州：580 農家、東セピック州：400 農家）を達成している。 
 本プロジェクトでは「稲作を開始した農家が、粗放的であるが、低投入で稲作を継続し、かつ
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同農家が近隣農家へ稲作技術を伝えることにより、稲作農業の基盤が成立されること」を目的と

しているため、生産量ではなく、農家数に焦点を絞り活動を行っている。 
 
３－５ 上位目標への貢献度  

＜上位目標＞対象州における食糧安全保障状況が改善される。 
（指標） 

１． プロジェクト対象州で稲作を開始した小規模自給農家数が 2013 年にマダン州で 4,183 人、

東セピック州で 3,956 人になる。 
２． マダン州内の全 6 郡、東セピック郡内の 3 郡は、プロジェクトで確立された MF 支援シス

テムを採用し、FTFEA を実施する。 
 

上位目標の達成見込みは高い。 
 本プロジェクト期間中に、第三国専門家を含む JICA 専門家と C/P によって達成された成果及

びプロジェクト目標達成状況を踏まえ、上位目標の指標は達成される見通しが高い。指標２に関

してはマダン州の 6 郡及び東セピック州の 6 郡全部において、州政府によって既に MF が養成さ

れており、州内の郡政府に対し MF サポートシステムの導入を働きかけている。 
 
３－６ 実施プロセスにおける特記事項 

３－６－１ 効果発現に貢献した要因 
（１）活動の実施プロセス 

2003 年 12 月の本プロジェクト開始時に、2 人の長期専門家を派遣した。一時的に、チ

ーフアドバイザーが不在になったが、短期チーフアドバイザー派遣により業務を遂行した。

2004 年 2 月から 2008 年 3 月までのあいだ、必要に応じて短期専門家が派遣され、プロジ

ェクト運営の円滑化が図られた。一方、パプアニューギニア側でも NDAL 次官や FSB 長

の交代があった。 
本プロジェクトでは、パプアニューギニアの伝統的な土地制度と営農技術を踏まえて、

お金をかけないで誰でも取り組める陸稲栽培技術の普及に努めた。しかしながら、政府（中

央、州、郡）の普及体制に係る行政能力が弱く、さらに中央政府の予算配分が不透明で、

事業の企画を計画的にできない状況であったため、本プロジェクトにおいては MF を育成

し、農民から農民への普及という MF アプローチを採用した。 
このアプローチはパプアニューギニア独特の相互扶助が強い社会で、MF の献身的な活

動を促してきた。さらに、MF による普及活動支援、種子の配布、稲作サイクルの実施と

精米活動を円滑にするための行政による支援体制の構築を図ってきた。多くの試行錯誤を

経て対象州のマダン州及び東セピック州では地方行政による支援体制が構築され、対象地

区以外の郡部でも支援活動が拡大している。 
 

（２）手動籾摺り機（キセル：インドネシア式木臼手動籾摺り機）の紹介 
「キセル」と呼ばれる現地で入手可能な材料で製作できる手動籾摺り機を導入したこと

で、公営・民間精米所から遠く離れた地域における小規模農家は精米を手動で容易に行う

ことができることとなり、対象とする小規模農家を通じた稲作振興に貢献した。 
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（３）MF 補完研修（ブラッシュアップ研修） 
マダン州では、自発的な企画・実施によって MF に対し再研修が行われ、MF の意識向

上につながっている。本プロジェクト終了前までに、東セピック州においても MF 補完研

修が実施される予定である。 
 

（４）技術交流（国内視察旅行） 
国内交流事業を通じて他地域を視察、意見交換を実施することにより、農法の見直し、

稲作に対する生産意欲を高める効果があった。 
 

（５）第三国（インドネシア国）への視察研修 
伝統的にイネを栽培してきたインドネシア国を訪問し、直接見学することで、インパク

トは大きく、MF の意識を高めるうえで有効な活動であった。 
 

（６）日本人専門家と C/P との関係 
中間レビュー調査時には、日本人専門家と C/P（特に地方政府 C/P）間の意思の疎通を

図る必要性が指摘された。本調査において、質問票を通じて地方政府の C/P を含めてこの

点を質したところ、16 名の回答中、15 名が専門家との関係は良好との回答が得られた。 
 

（７）プロジェクトのオーナーシップ 
パプアニューギニア政府では食糧安全保障と稲作振興の掛け声が叫ばれているが、

NDAL の上層部と C/P には政府が発表した NADP と FSB/REU の関係が不透明であり、独

力でこの事業を他州へ展開した実績がないためオーナーシップが高いとはいい難い。一方、

マダン州及び東セピック州では本プロジェクトで育成された MF を核にした FTFEA と、行

政による支援及び報告体制が両州の関係者から高く評価され、プロジェクト予算の増額に

つながっている。したがって、対象州のオーナーシップは極めて高いといえる。 
 

３－６－２ 問題点を惹起した要因 
（１）実施プロセスに関すること 

州レベルにおいては、プロジェクト開始時より順調に予算も拡大しており、当初協力期

間終了後の持続性は期待できるが、中央政府の予算措置が不透明な状況にある。したがっ

て、NADP 予算による本プロジェクト活動への支援も含め、DNPM における PIP の確保及

び本プロジェクト実施の重要性に係る DNPM と NADP の理解を REU の積極的な働きかけ

を通じて深めさせることが肝要である。 
 
３－７ 中間レビュー調査時の提言への対応 

当初計画では、本プロジェクト対象地域をモロベ州、マダン州及び東セピック州の 3 州として

いたが、中間レビュー時に「成果を図る対象地域」という考え方が導入され、対象地域をマダン

州及び東セピック州マプリック郡とした。これを受けて、2006 年 10 月にモロベ州からのプロジ

ェクト撤退に関する合意書が、NDAL、DNPM 及び JICA パプアニューギニア事務所により署名さ

れた。PDM の成果１及び２に関する新指標は、第 5 回 JCC（2006 年 12 月開催）において、JCC



－15－ 

メンバーにより合意された。さらに、2007 年 8 月に REU が創設されたことを受け、同月に、活

動３の指標並びに計画が JCC メンバーへの持ち回りにより承認が得られた。また、2007 年以前は、

年間 3 万キナ前後であった州予算が、2007 年度以降、必要予算が確保されることとなり、マダン

州で 11 万キナ、東セピック州で 13 万キナが拠出され、2008 年度においても同様の予算額が見込

まれている。一方、NDAL は NADP が策定されたものの、本調査時点においても予算措置は不十

分な状況にある。 
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第４章 評価結果 
 

評価５項目の観点からの評価結果は以下のとおり。 
 
４－１ 妥当性 

 以下の観点から、本プロジェクトの妥当性は高い。 
 
（１）相手国食糧安全保障政策との整合性 

国家食糧安全保障プログラム（2000 年～2010 年）と国内稲作開発政策（2004 年～2014 年）

は NDAL により策定され、内閣によって承認された。この 2 つの基本政策は、NDAL が全国

の小規模農家、関連組織（教育機関と矯正施設）及び半商業稲作農家による稲作を促進する

に際しての政策基盤になっている。2007 年 2 月に閣議で承認された NADP でも、小規模農家

稲作振興政策は高い優先順位として取り上げられており、州と郡の地方政府に予算配分が直

接実施される計画になっている。これらの政策と本プロジェクトの整合性は高い。 
 

（２）日本の援助政策との整合性 
JICA は、援助重点分野のひとつとして「農村開発」を掲げており、近年、パプアニューギ

ニア国民の主食のひとつとなりつつあるコメの消費量の 95％が輸入に依存している現状に

かんがみ、食糧自給の改善を目的とした国家食糧安全保障プログラムの投入要素として、本

プロジェクトの整合性は高い。 
 

（３）ターゲットグループのニーズとの整合性 
小規模農家の米食に対するニーズは非常に高い。昨今の世界のコメ輸出価格の高騰の影響

もあり、多くの小規模農家が稲作への従事を希望している。本プロジェクトで直接のターゲ

ットとしている MF は、その選定は両州が策定したガイドラインに従って実施されている。

選定の基準は、やる気のある人、稲作を始めている人、コミュニティから選ばれた人などで

ある。選定された人が研修を受講した後、MF として約 90％の人が普及活動を行っている。

このことは、ターゲットグループのニーズとの整合性が高いことを示している。 
 

（４）アプローチの適切性 
MF を通じた FTFEA は、パプアニューギニア独特のコミュニティにおける相互扶助を重ん

ずる社会的背景にも適合した普及方法であり、このアプローチの採用は極めて適切であった。 
 
４－２ 有効性 

すべての成果は高い。本プロジェクト目標の発現に寄与しており、プロジェクトの有効性は充

分保たれている。 
 

（１）プロジェクト目標の達成の見込み 
PDM に示されているプロジェクト目標の指標は、本調査時点では達成されている。 
成果の達成度も小項目の大半が達成されている。ただし、プロジェクト成果３の達成は一
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部十分でなく、その達成上の懸念は、本プロジェクトにおいて確立された MF と FTFEA シス

テムの他州への展開を推進するに際し、必要予算が計画的に確保されていない点にある。 
 

（２）成果達成に係る要因の分析 
貢献要因として多くの要素があるが、下記の事項が特筆される。 

① パプアニューギニアの現状に適した低投入の陸稲サイクルの確立 
② 相互扶助が強いコミュニティ及び国民性にマッチした MF 普及活動 
③ 地方行政による MF 支援システムの確立 
④ 木製臼による手動籾摺り機と竹製箕の導入 

これらは、パプアニューギニア社会の特異性と小規模農家の農業技術の現状に対する分析

と把握から導き出されたものである。 
 
４－３ 効率性 

本プロジェクトの効率性は高い。 
 

（１）本プロジェクトに対する日本側及びパプアニューギニア側の投入は、適宜、PDM 及び活  

動計画（Plan of Operations：PO）の見直しを行っているため、質、量、タイミング的におお

むね適正であった。 
 
（２）上記のとおり双方の投入は適切に行われ、対象地域における MF の育成及び MF を通じた

稲作普及が進展しており、投入コストに見合った成果が得られている。 
 
（３）活動と成果の効率性については、本プロジェクト協力期間中に、パプアニューギニアの小

規模農家の実情と、国及び州／郡の行政府の普及体制と実際の力量に合わせて多くの活動が

見直されてきた。その結果、低投入の稲作サイクルの確立と、それを普及させるための MF
の選定及び地方行政による MF 支援システムが構築された。C/P の普及と支援活動に関する

各種ガイドラインが専門家と C/P の共同作業によって整備され、普及技術に不慣れな地方 C/P
の活動を容易なものとしている。本プロジェクトの対象州では、稲作振興予算が拡充しつつ

あり、本プロジェクト対象郡以外の郡でも MF の選定と支援活動が開始されている。また、

学校での稲作指導も開始され、両州の 4 校で稲作教育が行われており、これらの活動の成果

は上位目標の達成に寄与することが確実である。 
 
（４）小規模稲作振興のための中央政府の予算措置については取り組むべき課題が残されている

ものの、稲作サイクルの整理、MF の育成、MF 農家普及活動支援、さらには REU の設置が

行われたことから、本プロジェクト活動は期待された成果の産出に十分であったと判断する。 
 
（５）他の関連プロジェクトや機関との連携活動は以下のとおりである。 

① OISCA における MF 研修 
② ROC からの種子の提供 
③ ハイランド農業大学（Highland Agricultural College）での稲作教育カリキュラムの作成 
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今後、当初協力期間終了までに、国立農業研究所（National Agriculture Research Institute：
NARI）との情報共有等の技術交流を促進する予定である。 

 
４－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは高いと見込まれる。 
 

（１）政策的なインパクトとしては、NADP で小規模稲作農家の育成の重要性が明記されてお  

り、本プロジェクトの成果及び意義に係る理解が浸透している。 
 
（２）経済的には農村部でも特に子供たちの米食への要求が高く、コメを自給できることにより

家計におけるコメの購入費が節減できるようになってきた。本調査でのヒアリングでは、従

来のコメの購入費を教育費に回すとか、自宅の改造のために積み立てていると答えた MF が

いる。 
 
（３）技術的には低投入の稲作サイクルが確立され、誰でもが稲作に取り組むことができるよう

になった。 
 
（４）組織的なインパクトとして、州の C/P から、本プロジェクトで確立された「MF アプロー

チ」、「モニタリングシステム」及び「MF 支援制度」はコメ以外の農産物の普及にも応用で

きるとの発言があり、インパクトが高い。 
 
（５）陸稲の拡大による焼畑面積の増加が環境に与える影響については、現在のところ小規模農

家は自給自足農業の焼畑サイクル内で稲作を行っておりネガティブな影響は発現していない。 
 
（６）導入・普及が図られている稲作技術は小規模農家の営農に適したもので持続性が高く、本

件協力で達成された成果及びプロジェクト目標の達成状況にかんがみると、上位目標である

対象州における食糧安全保障の改善に資すると考えられ、中期的には上位目標の達成が見込

まれる。 
 
４－５ 持続性 

本プロジェクトの持続性は中程度と見込まれる。 
 

（１）政策・制度面 
「国家食糧安全保障プログラム（200 年～2010 年）」及び「国内稲作開発政策（2004 年～

2014 年）」が策定され、実施されている。2007 年 2 月には「国家農業開発計画（NADP）」が

策定され、小規模稲作振興政策に高い優先度が置かれている。本プロジェクトを通じて導入・

普及を図ってきた MF を通じた農家間普及の取り組みは、パプアニューギニアの社会背景に

適合したアプローチである。 
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（２）組織・財政面 
本プロジェクトで開発された MF の選定基準、MF からのレポートシステムと行政のモニ

タリング・評価システム、MF への支援システム、各種ガイドラインはパプアニューギニア

の現状に合致したものであり、州レベルでの持続性は高い。FSB の下に REU が創設され、5
人の職員を配置している。ただし、REU が展開予定の他州への普及については、財務当局よ

り更なる財政的支援がなされるならば、より高い事業効果を確保できると思われる。マダン

州及び東セピック州では、稲作振興のための予算措置が十分になされており、持続性が認め

られる。一方、NDAL/REU ではプロジェクトの予算措置が NDAL との関連もあり不透明で

ある。NDAL は、中央政府部内で本プロジェクトの成果と他州への展開の有効性や必要性に

関して、セミナーや啓蒙活動を通じて関係省庁の理解と支援を求める必要がある。 
 

（３）技術面 
本件協力では、パプアニューギニアの社会と農業に適した稲作技術の開発に努めてきた。

その結果、低投入の稲作サイクルが構築され、稲作に取り組む農家も増加傾向にある。稲作

サイクルの定着という持続性は高い。また、モデル精米所の運転と経営技術の向上にも取り

組んだ。精米所オペレーターの精米機の運転技術は向上しているが、機械の修理技術に関し

ては更なる指導が必要である。 
 

（４）社会面 
小規模農家が稲作に取り組めるよう MF を通じた技術の普及及び精米所の整備が図られて

おり、対象地域においては稲作を開始する小規模農家が増加しつつある。これにより農村地

域の栄養改善及び貧困削減にも資することから、社会面での持続性は確保されるものと判断

する。 
 

（５）総合的持続性 
本プロジェクトは、関連政策の推進の下に、対象地域において導入可能な陸稲による低投

入の小規模稲作を振興しており、本件協力により作成された各種マニュアルやガイドライン

の活用、普及アプローチの適用により、本事業の継続が期待できる。州レベルでは、プロジ

ェクト開始以降、順調に稲作振興予算が拡大しており、稲作普及の持続性は期待できる。他

方、中央レベルでは、REU は創設され、他州（プロジェクト対象外）への展開について準備

を進めているが、継続的かつ十分な予算の確保が重要である。 
 
 



－20－ 

第５章 結 論 
 

本調査団は関係機関との一連の協議、MF へのインタビューを含む現地調査を通じて情報収集

を行い、評価５項目にのっとって評価を実施した。妥当性、有効性及び効率性は高く、自家消費

用小規模稲作の MF を通じた農家間普及により、稲作を導入した農家の生計向上に寄与した。中

央政府の予算措置の不透明性を除いては持続性も一定水準で確保されていると評価される。 
その結果、本プロジェクトは成功裏に進捗しており、PDM に掲げられた指標はそのほとんどが

達成されていること、また、中間レビューで指摘された事項に関しても、C/P の住居問題以外は

ほぼ解決されており、本プロジェクトの遂行に大きな影響を及ぼす問題は生じていないことが確

認された。 
したがって、本プロジェクトは、予定どおり 2008 年 11 月末をもって終了することが妥当であ

るとの結論を得た。 
パプアニューギニアでは若い世代を中心に、今後もコメへの需要は高まることが予測される。

その一方で最近の輸入米を中心とする米価の上昇は、農家レベルでも食糧安全保障の観点から自

給用稲作の重要性を訴える状況となっており、本件協力がめざす自給用稲作の普及は時宜を得た

ものといえる。 
また、普及の促進を図るためには、本プロジェクトにより開発導入された農家間普及システム

や普及訓練のために作成された教材の有効利用が望まれ、その調整指導を行うために NDAL に創

設された REU の体制・能力の強化と、活動のための十分な予算確保が重要である。 
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第６章 提 言 
 

本調査団からの提言は以下のとおり。 
 
６－１ 本プロジェクトに対する提言 

本プロジェクトで養成された MF を通じて、既に 500、270、500 の農家がコメづくりを始めた

マダン州マダン郡、スンカール郡及び東セピック州マプリック郡での今後の MF の養成と MF の

活動を支援するために以下の点を提言する。 
 

（１）MF 支援システム 
MF の自発的な活動に依存している FTFEA であるが、マダン、東セピック両州共に MF の

活動を支援するためのガイドラインを定め、そのための予算を計上し、MF のインセンティ

ブを保つように支援しており、制度の改善が図られている。しかしながら、インタビューし

た MF からも要望があったように、農家がより安心して普及活動を実施できる報酬体系や、

普及活動の実施の有無によって報酬を支給する、より MF の士気を喚起する制度の検討を図

るべきである。なお、本調査時は、両州の支援内容が異なっているが、同様の活動に対する

支援内容が異なることの影響についても検討を行うべきである。さらに、活動の実施を確認

するためにも、MF からのレポートの提出や、州、郡の行政官による成果の確認の徹底が重

要である。 
 

（２）MF 資格の発行 
MF 養成研修の修了証書だけでなく、MF の活動へのインセンティブを高めるために、一定

量・回数以上の活動を遂行し、その成果が顕著だった MF へは国または州から資格を付与す

ることも検討に値すると考える。 
 

（３）ブラッシュアップ研修 
MF の指導力や技術力向上のためのブラッシュアップ研修の実施が望ましいが、現在その

ような研修を実施できる機関が存在しないため、MF 養成研修での研修内容を再確認させ、

技術や知見に磨きをかけられる研修を実施すべきである。同研修への要望は MF へのインタ

ビューの際にも提起されている。また同研修では MF としての活動も含め、現場でのさまざ

まな問題点を他の MF のみならず、行政官と共有する場も設けるべきである。 
 

（４）MF ネットワークの構築 
既に一部の MF 間では行われていることであり、活動を通して得られた知見、経験や病害

虫の発生等の情報の共有、さらには普及活動に必要な種子を融通しあうことも可能となるよ

うな、MF 間のネットワークを構築すべきである。同ネットワークを通じて共有された問題

点は、行政にフィードバックされ、そのなかから研究機関が取り上げるべきテーマの発見も

期待できる。 
次に両州で行ってきた FTFEA システムを他の州にも導入し、他州で自給用のコメづくり

を行っていくために、中央政府に対し以下の提言を行う。 



－22－ 

（５）NADP との連携による活動予算の確保 
2007 年に閣議の承認を得た NADP でも、小規模農家による自給のためのコメづくりの推進

が掲げられており、NADP との連携による州、郡レベルでの普及活動のための予算確保を行

うべきである。 
NADP のプロジェクトコーディネーターによれば、同プロジェクトは郡、地方自治体（Local 

Level Government：LLG）からのプロポーザルにより予算を配布する方針であり、1 年間に 130
万キナを複数のプロジェクトに配分するとのことであった。REU は郡や LLG がコメづくり

のプロポーザルを作成する際の助言や指導、郡や LLG からのプロポーザルの審査への参画、

あるいは REU が政策的に自給のためのコメづくりを推進しようとする州への NADP 予算の

配分等さまざまな形での連携、協調の可能性が考えられるところ、隣の部屋に事務所を構え

る NADP とは頻繁な協議を行うべきである。 
なお、NADP は REU の活動に使用することはできないとのことであり、他州への FTFEA

による自給のためのコメづくり拡大を推進するためには、NADP 予算による活動への支援も

含め、DNPM への開発予算（PIP）を確保する必要がある。DNPM と NADP には本プロジェ

クトの成果を理解し、活用してもらうことが重要であり、REU は積極的な働きかけを行うべ

きである。 
 
６－２ 実施機関に対する提言（プロジェクト終了後に実施すべき事項） 

（１）REU の人員確保と継続した予算確保 
REU は、マダン州、東セピック州以外の他州への自給用コメづくりを推進していく方針で

あり、次の対象となる 3 州を選択するために、全州の関係者に対する説明会を予定している。

今後、州の選択から対象州、郡政府との調整による FTFEA システムの導入実施までの一連

の活動を遅滞なく推進するためには、5 名の REU の体制強化とスタッフの能力の強化が求め

られる。 
 

（２）行政、研究、教育、普及の連携強化 
現状では、REU 及び州政府による計画策定、予算配分、郡、LLG と MF による普及活動が

連携してプロジェクトが実施されているが、より効果的効率的なコメづくりをめざし、技術

開発を担う研究機関との連携、MF や行政官の能力技術向上のための教育機関との連携が皆

無となっている。パプアニューギニアにおける農業研究機関である NARI は、これまで高等

教育省の傘下にあり NDAL 傘下の REU とは疎遠であったが、高等教育省の傘下から外れ、

今後は NDAL 傘下に入ることが期待されること、また、本調査団との協議において NARI の
研究計画主任は、食用作物としてのコメの重要性を強調しており、本プロジェクトがめざす

ところと同じ考え方であることが確認できたことから、今後の連携の検討に前向きであった。

また、REU、州、郡及び LLG の行政官のインサービストレーニングや MF のブラッシュアッ

プ研修の受入先として Highland Agricultural College に設置された稲作課程での研修を行う等

の連携が望まれる。特に、このような連携が可能となると、稲作現場での問題へのスムーズ

な対応や新たな技術の現場へのタイムリーな展開が可能となることが期待される。 
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（３）若い世代の確保 
州、郡レベルの本プロジェクトの関係者の年齢が高く、今後の長期間を要する自給用のコ

メづくりの普及のためには若いスタッフの雇用を図るとともに、更に次世代の担い手の育成

が必要である。若い世代への知識、技術の提供を図り、そのなかから新たな研究者、行政官

や MF が輩出することが望まれる。その点からも既に一部の教員養成学校や高校で行われて

いるコメづくりの指導は、今後も推進するとともに新たな教育機関でのコメづくりの指導の

機会をもつことが重要である。 
 

（４）精米機導入のための体制強化 
本プロジェクトでは、精米機の配布は限定的なものにとどめ、製作から使用まで人力で対

応できる「キセル」の導入を推奨してきた。多量のコメを精米する必要のない小規模農家に

とって、特に遠隔地の農家にとっては「キセル」は十分活用されており、一部では 100 キナ

で販売されている。しかしながら、「キセル」の製作は決して容易でないこと、精米レベルは

玄米までであること、精米機を使用したことがある農家にとっては、精米機の便利さは魅力

であることから、MF へのインタビューにおいても依然として精米機の設置や一時プロジェ

クトでも実施していた Mobile mill service の復活を望む声があった。さらに、NADP のプロジ

ェクトコーディネーターによると、NADP でも精米機の配布が想定されており、将来的には

精米機の導入は進められていくものと考えられる。しかしながら、その前提として精米機の

運転、保守管理、修理等が適正に行われる体制、制度の構築が必要であることは十分に認識

すべきである。特に、スペアパーツの供給、オペレーターや修理工の育成等克服すべき課題

への十分な対応が望まれる。 
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第７章 教 訓 
 

本プロジェクトの実施を通じて得られた教訓は以下のとおりである。 
 
（１）需要に合致したプロジェクト 

パプアニューギニアにおいては、近年、食生活の変化により若い世代を中心に米食への需

要は拡大しつつあり、輸入代替のための稲作振興が喫緊の課題となっている。その一方で、

遠隔地に居住しコメの購入が容易でない農家は、最近の米価の高騰により、コメの購入が家

計にとって大きな負担になっている。かかる事情を踏まえ、小規模農家向けの自給用稲作技

術の普及を現地の社会的背景に適合したアプローチで進めたことで、稲作普及とともに、稲

作を導入した小規模農家の生計向上を図るに至った。 
 
（２）適応可能な技術の活用 

１）これまでにパプアニューギニア政府が国内に設置した精米機の多くが、維持管理や修理

の問題から使用できない状態となっているなか、小規模農家が自家消費用のコメを生産し

ても、本プロジェクトが設置した 2 カ所の精米所までの距離が遠いため精米ができないこ

とが稲作普及の制約のひとつとなっていた。この問題の解決のため、インドネシアからの

第三国専門家を通じて、現地で入手可能な材料で製作できる手動籾摺り機「キセル」を導

入したことで、公営・民間精米所から遠く離れた地域における小規模農家は精米を手動で

容易に行うことができることとなり、本プロジェクトが対象とする小規模農家の稲作振興

に貢献した。 
このような取り組みは適正技術の導入という観点で有意義であり、発展段階が類似した

近隣国の好事例の適用は迅速な課題解決に資するものである。 
２）本件協力事業においては、灌漑施設の整備等を伴う水田方式ではなく、伝統的な根菜類

の栽培サイクルの中に組み込むことができる陸稲栽培を推奨するとともに、つくった種籾

からの再生産を推進するために農家にも理解しやすい稲作サイクルの概念を導入したこ

とで普及が促された。また、既存の食用作物栽培サイクルの中に稲作を組み込んだことで、

焼畑耕作の拡大を招くことなく、自然との共生を実現している。このように粗放的な伝統

的農法の継承、土地利用、文化風習に配慮し、資源をもたない小規模農家にも容易に受入

れられる稲作普及に取り組んできたことで、事業効果の拡大がもたらされた。 
 
（３）MF アプローチの推進 

コミュニティにおける住民のつながりや相互扶助が強く、外部の者に警戒心をもつパプア

ニューギニア社会において、自給用のコメづくりの普及のために州、郡の行政官が直接村に

入りコメづくりを指導するのではなく、一定の基準に従い、伝統社会のなかから選抜された

MF を核としてコメづくりを普及させていく方法は非常に効果的かつ効率的であった。この

アプローチは、今後、農業分野に限らず、他省庁が行うさまざまな分野における技術、知識

及び制度の普及に活用できるものと期待できる。 
また、多くの途上国で予算の逼迫や地方分権化の促進により、地方行政府の責任となった

普及制度が機能しなくなっているなかで、本プロジェクトのアプローチは地域限定的なもの
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となる可能性があるものの、MF アプローチの普及を促す価値はあると考える。 
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